
一

は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
以
降
、「
福
祉
国
家
の
危
機
」
認
識
と
並
行
し
て
比
較
福
祉
国
家
論
が
国
際
的
規
模
で
進
展
す
る
中
で
、
エ
ス
ピ

ン
‐
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
た
ん
に
国
家
の
福
祉
機
能
だ
け
で
な
く
公
的
福
祉
と
民
間
福
祉
と
の
相
互
関
係
を
も
視

野
に
収
め
た
「
福
祉
レ
ジ
ー
ム
」
の
国
際
比
較
論
を
展
開
し
、「
自
由
主
義
」（
典
型
例
は
ア
メ
リ
カ
）、「
社
会
民
主
主
義
」（
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
）、「
保
守
主
義
」（
ド
イ
ツ
）
の
三
類
型
を
析
出
し
た
。
そ
の
場
合
、
個
人
主
義
的
で
市
場
奨
励
型
の
「
自
由
主
義
」、
国

家
に
よ
る
普
遍
的
保
障
と
最
大
の
「
脱
商
品
化de-com

m
odification

」
と
を
特
質
と
す
る
「
社
会
民
主
主
義
」
に
対
し
て
、「
保
守

主
義
」レ
ジ
ー
ム
の
特
徴
は
、「
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ムcorporatism

」（
た
と
え
ば
職
業
別
社
会
保
険
）、「
家
族
主
義fam

ilialism

」、

「
国
家
主
義etatism

」（
諸
制
度
の
君
主
制
的
沿
革
）
に
見
い
だ
さ
れ
て
（
１
）

い
る
。

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学

―
―
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ラ
ウ
の
「
官
房
学
の
再
編
成
」
を
中
心
に
―
―

木

村

周

市

朗
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伝
統
的
に
近
世
国
家
思
想
の
共
通
母
胎
を
な
し
て
い
た
、
国
家
の
福
祉
配
慮
義
務
と
い
う
後
見
主
義
的
観
念
が
、
ま
ず
解
体
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
役
割
を
担
っ
た
カ
ン
ト(Im

m
anuel

K
ant,

1724−
1804)

は
、
諸
個
人
の
「
自
由
」
を
普
遍
的
に
実
現
す

る
た
め
の
外
的
条
件
と
し
て
の
形
式
的
「
法
」
規
定
に
徹
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
―
―
し
た
が
っ
て
現
実
に
進
行
す
る
交
換
社
会
の
視

角
か
ら
と
い
う
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
す
で
に
定
着
し
て
い
た
自
然
法
的
国
法
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
―
―
、
ド
イ
ツ
に
個
人
主
義
と
自
由

主
義
と
を
、
思
想
運
動
と
し
て
は
き
わ
め
て
成
功
裏
に
、
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
立
論
は
、
い
っ
さ
い
の
経
験
的
・
質
料

的
世
界
を
超
越
し
た
「
意
志
の
自
律
」
と
い
う
理
念
的
・
形
式
的
な
道
徳
律
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
の
い
わ

ば
大
き
な
代
償
と
し
て
、
一
方
で
は
、「
法
」
の
目
的
や
内
容
を
め
ぐ
る
経
験
論
的
な
実
体
的
世
界
の
す
べ
て
が
、
啓
蒙
絶
対
主
義

的
「
幸
福
主
義E

udäm
onism

us
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
、
実
践
哲
学
の
法
則
性
か
ら
追
放
さ
れ
、
他
方
で
は
、「
倫
理
」
の
個
人
主

義
的
内
面
化
に
よ
っ
て
、
否
応
な
く
主
観
主
義
の
方
法
的
見
地
が
実
体
的
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
自
由
に
飛
翔
す
る
余
地
が
開
か

れ
た
。
そ
れ
は
、
倫
理
学
・
家
政
学
・
政
治
学
の
目
的
論
的
・
実
質
世
界
内
的
な
一
体
性
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
学
問
伝
統
を

は
っ
き
り
断
ち
切
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
と
り
わ
け
政
策
論
が
問
わ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
ご
の
ド
イ
ツ
思
想
史
に
お
け
る
カ

ン
ト
の
影
響
力
の
甚
大
さ
は
、
陰
陽
・
功
罪
両
面
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
内
面
倫
理
と

実
体
的
世
界
と
の
方
法
論
的
分
裂
に
よ
っ
て
、「
自
由
」
の
形
式
で
は
な
く
実
質
は
い
か
に
し
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
巨
大

な
生
活
実
践
的
課
題
が
、「
幸
福
」
や
「
福
祉
」
を
学
問
的
に
論
議
す
る
た
め
の
作
法
前
提
の
問
題
と
と
も
に
、
未
解
決
の
ま
ま
後

続
世
代
に
、
そ
し
て
な
お
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
、
重
く
の
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
国
家
論
の
現
代
史
も
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
カ
ン
ト
後
」
の
問
題
史
的
文
脈
と
無
縁
で
は
あ
り

え
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
福
祉
国
家
の
意
味
内
容
は
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
闘
争
分
野
を
な
し
て
き
た
か
ら
、
そ
の
現
代
史

―２８６（３）―
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「
保
守
主
義
」
レ
ジ
ー
ム
に
帰
せ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
三
属
性
は
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
国
家
の
思
想
と
制
度
の
発
展

史
を
特
徴
づ
け
る
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
諸
要
因
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
入
っ
た
検
証
に
あ
た
い
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
わ
け

こ
こ
に
「
国
家
主
義
」
と
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
人
々
の
社
会
的
共
同
生
活
に
対
し
て
（
家
族
や
各
種
中
間
団
体
と
は
別
に
）
国
家

の
は
た
す
べ
き
固
有
の
役
割
に
か
ん
す
る
、
奥
深
い
ド
イ
ツ
的
思
想
営
為
の
長
い
歴
史
を
背
景
に
も
ち
、
と
く
に
福
祉
国
家
概
念
の

ド
イ
ツ
的
淵
源
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
も
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
ば
、「
近
世
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
国
家
論

者
た
ち
が
―
―
フ
ォ
ン
・
オ
ッ
セ
、
オ
プ
レ
ヒ
ト
お
よ
び
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
か
ら
、
ユ
ス
テ
ィ
と
ゾ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス
を
経
て
、
グ

ナ
イ
ス
ト
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
至
る
ま
で
―
―
み
な
本
来
は
行
政
学
者
で
あ
り
、
福
祉
論
者
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
」
を
注
視
し
た
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
浮
き
彫
り
に
し
た
政
治
学
的
問
題
次
元
に
直
結
し
て
い

る
。「
ド
イ
ツ
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
除
け
ば
、
―
―
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
、
ボ
ダ
ン
お
よ
び
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
な
―
―
十
六
・

七
世
紀
の
西
欧
の
偉
大
な
国
家
論
者
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
人
物
を
出
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
家
理
性Staatsräson

の
思
想
も

近
世
自
然
法
の
思
想
も
、
こ
こ
に
は
最
初
安
住
の
地
を
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
国
家
の
道
徳
的
目
的
、〈
公
共

の
福
祉gem

eine
W

ohlfahrt

〉
お
よ
び
〈
良
き
ポ
リ
ツ
ァ
イgute

Polizei

〉
の
創
造
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ね
に
考
え
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
近
代
の
国
家
思
想
に
対
す
る
ド
イ
ツ
固
有
の
貢
献
が
（
２
）

あ
る
。」

こ
こ
に
示
唆
さ
れ
た
行
政
学
的
国
家
思
想
の
潮
流
は
、
十
七
・
八
世
紀
の
領
邦
絶
対
主
義
の
形
成
を
支
え
た
二
種
類
の
革
新
的
学

問
、
す
な
わ
ち
広
義
の
官
房
学
と
世
俗
的
な
自
然
法
論
と
を
淵
源
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ま
も
な
く
公
共
生
活
の
あ
り
方
を
め

ぐ
る
実
践
・
政
策
的
な
総
合
学
と
し
て
「
国
家
学
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
み
出
し
つ
つ
、
そ
の
ご
の
ド
イ
ツ
的
学
問
史
を
二
十
世
紀

に
至
る
ま
で
深
く
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
長
い
プ
ロ
セ
ス
が
お
よ
そ
近
代
化
を
意
味
す
る
た
め
に
は
、

―２８７（２）―
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規
範
性
（
国
家
責
任
）
を
付
与
す
る
機
能
を
は
た
し
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
理
解
が
定
着
し
た
背
景
に
は
、

こ
の
国
に
固
有
の
「
社
会
政
策Sozialpolitik

」
概
念
を
め
ぐ
る
息
の
長
い
論
争
発
展
史
が
存
在
し
た
が
、
同
時
に
こ
こ
で
は
「
自

由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
」
と
い
う
基
本
法
上
の
価
値
規
定
や
「
社
会
的
」
な
国
家
目
標
規
定
と
、「
国
家
目
的
論Staatszw

eck-

lehre

」
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
と
の
内
的
関
連
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ド
イ
ツ
現
代
史
の
「
苦
い
経
験
」
に
照
ら
し
て
、
た
ん

な
る
「
形
式
的
」
法
治
国
家
の
無
防
備
さ
を
反
省
し
、
自
由
の
「
実
質
」
化
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
形
式
的
・
自
由
主
義
的
法
治

国
家
か
ら
実
質
的
・
社
会
的
法
治
国
家
へ
の
発
展
的
転
回
と
い
う
国
制
論
的
な
自
覚
が
、
次
第
に
定
着
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
（
５
）

経
緯

は
、「
カ
ン
ト
後
」
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
継
続
的
・
現
代
的
な
解
決
努
力
の
表
れ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
カ
ン
ト
が
相
互
に
自
由
で
対
等
な
「
公
民
社
会
」
原
理
を
、
理
性
理
念
上
で
自
然
法
的
に
（
つ
ま
り
理
性
法
の
次
元
で
）

確
立
し
た
あ
と
、
カ
ン
ト
が
方
法
論
的
に
は
事
実
上
接
近
を
放
棄
し
た
実
体
的
世
界
、
決
し
て
自
由
で
も
対
等
で
も
な
い
現
実
の
経

験
的
世
界
は
、
福
祉
国
家
論
の
た
め
の
巨
大
な
揺
籃
と
し
て
の
ド
イ
ツ
国
家
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
方
法
上
の
分
岐
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
近
代
的
な
理
論
化

（
機
能
主
義
化
・
数
量
化
・
専
門
化
）
の
途
で
あ
り
、
他
方
は
な
ん
ら
か
の
形
で
伝
統
的
な
目
的
論
・
規
範
論
を
継
承
す
る
立
場
か

ら
の
多
様
な
近
代
的
発
展
の
途
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
国
家
学
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
た
し
か
に
素
材
的
・
技

術
学
的
要
素
と
倫
理
的
・
宗
教
的
要
素
と
を
兼
ね
備
え
て
い
た
。
ま
た
、
近
代
社
会
に
お
け
る
国
家
の
役
割
に
つ
い
て
の
見
解
は
、

近
代
的
な
「
社
会
問
題
」（
資
本
制
生
産
関
係
に
お
け
る
各
種
の
矛
盾
・
軋
轢
）
に
か
ん
す
る
認
識
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
当
然
左
右

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
認
識
自
体
が
そ
の
主
体
の
規
範
意
識
を
映
し
出
す
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
国
家
学
か

ら
経
済
学
が
本
格
的
に
分
離
独
立
し
た
と
思
わ
れ
る
現
場
に
多
少
な
り
と
も
立
ち
会
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
へ
進
む

―２８４（５）―
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は
む
し
ろ
「
福
祉
国
家
」
批
判
史
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
福
祉W
ohlfahrt

」
概
念
は
、
依
然
と
し
て
貧
民
扶
助
や
絶

対
主
義
時
代
の
国
家
後
見
主
義
を
連
想
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
い
。
現
代
用
語
と
し
て
は
ア
ン
グ
ロ
‐
サ
ク
ソ
ン
起
源
と
目
さ
れ
る

「
福
祉
国
家W

elfare
State

」（
す
な
わ
ちW

ohlfahrtsstaat

）
と
い
う
述
語
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
一
九
三
二
年
に
民
族
派
保
守
主
義

の
パ
ー
ペ
ン
の
政
府
が
、
社
会
民
主
党
・
共
産
党
を
批
判
す
る
選
挙
対
策
宣
伝
の
中
で
、「
国
民
の
道
徳
的
諸
力
を
弱
め
た
」
元
凶

と
し
て
「
福
祉
国
家
」
志
向
を
糾
弾
し
て
い
た
。
そ
し
て
戦
後
の
旧
西
ド
イ
ツ
で
は
、
左
右
の
全
体
主
義
（
ソ
連
型
社
会
主
義
と
ナ

チ
ズ
ム
）
へ
の
対
抗
と
い
う
政
治
的
配
置
構
造
に
規
定
さ
れ
て
あ
ら
た
め
て
自
由
主
義
的
な
価
値
理
念
で
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

ボ
ン
基
本
法
（
一
九
四
九
年
制
定
）
の
も
と
で
、「
福
祉
国
家
」
は
市
民
の
国
家
依
存
を
含
意
す
る
「
扶
養
国
家V

ersorgungsstaat

」

と
し
ば
し
ば
同
定
さ
れ
て
、
概
し
て
否
定
的
に
解
釈
さ
れ
、「
福
祉
国
家
」
の
代
わ
り
に
、
ボ
ン
基
本
法
上
の
明
文
規
定
（「
社
会
的

連
邦
国
家
」・「
社
会
的
法
治
国
家
」）
を
根
拠
と
す
る
「
社
会
国
家Sozialstaat

」
と
い
う
国
制
論
的
・
憲
法
論
的
な
概
念
が
選
好

さ
れ
て
こ
ん
に
ち
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
ば
あ
い
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、「
扶
養
国
家
」
化
を
拒
絶
し
市
民
の
自
己
責
任
原
理
を

優
先
さ
せ
る
主
流
派
憲
法
思
想
が
、
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ム
ス
（「
社
会
的
市
場
経
済
」
論
）
の
定
着
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
自
由
主
義

的
な
市
民
社
会
原
理
の
た
め
の
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
法
的
思
想
装
置
た
る
「
法
治
国
家R

echtsstaat

」
原
理
の
、「
福
祉
国
家
」
に
対

す
る
価
値
的
優
位
を
く
り
か
え
し
主
張
し
て
、「
社
会
国
家
」
の
「
社
会
的
資
本
主
義
」
と
し
て
の
内
実
を
一
貫
し
て
担
保
し
て
き

た
こ
と
で
（
３
）

あ
る
。

し
か
し
い
っ
そ
う
留
意
さ
れ
る
の
は
、
右
の
社
会
国
家
条
項
は
、
本
来
一
義
的
な
内
容
規
定
を
も
た
な
い
「
開
か
れ
た
」
条
項
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
政
治
過
程
に
お
い
て
は
、「
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
国
家
に
お
け
る
社�

会�

的�

公�

正�

と
社�

会�

的�

保�

障�

」（
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
（
４
）

ル
ン
）
の
達
成
を
め
ざ
す
国
家
目
標
規
定
と
し
て
、
広
範
な
社
会
政
策
的
国
家
活
動
に
基
礎
的
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制
解
体
後
の
近
代
社
会
へ
の
過
渡
期
に
農
村
に
ひ
ろ
く
滞
留
し
た
貧
民
に
、
社
会
革
命
の
危
険
な
予
備
軍
を
見
い
だ
し
て
、
か
れ
ら

の
身
分
制
的
再
編
を
（
９
）

説
き
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
の
初
期
自
由
主
義
者
・
国
法
学
者
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル(R

obert
von

M
ohl,

1799−
1875)

は
、
工
業
化
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
時
点
で
、
機
械
に
従
属
す
る
工
場
労
働
者
の
上
昇
展
望
の
な
さ
を
早
く
も

危
険
視
し
て
、
か
れ
ら
に
独
立
自
営
化
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
諸
方
策
を
提
言
（
１０
）

し
た
。
バ
ー
ダ
ー
と
モ
ー
ル
は
、
と
も
に
イ
ギ
リ
ス

な
ど
先
進
諸
国
の
工
場
労
働
者
問
題
か
ら
先
取
り
的
に
学
ん
だ
危
機
意
識
を
バ
ネ
に
し
て
、
た
ん
に
貧
困
現
象
だ
け
で
な
く
、
貧
困

の
社
会
構
造
的
原
因
、
お
よ
び
既
存
秩
序
に
と
っ
て
の
そ
の
潜
在
的
危
険
性
を
も
十
分
に
自
覚
し
た
「
社
会
問
題
」
認
識
を
獲
得
し
、

「
営
業
の
自
由
」
と
い
う
名
の
競
争
社
会
の
到
来
に
よ
る
「
身
分
」
意
識
の
喪
失
（
バ
ー
ダ
ー
）
や
国
家
市
民
の
中
核
た
る
独
立
自

営
層
（「
中
間
身
分
」）
の
没
落
の
危
機
（
モ
ー
ル
）
に
、
い
ち
早
く
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
バ
ー
ダ
ー
の
危
機
意

識
の
根
底
に
は
、
近
代
社
会
の
構
成
原
理
（
一
元
的
権
力
国
家
と
利
己
主
義
）
に
対
抗
し
て
、
諸
個
人
が
諸
団
体
へ
の
多
層
的
帰
属

を
つ
う
じ
て
相
互
支
援
関
係
を
つ
く
る
「
コ
ル
ポ
ラ
テ
ィ
ー
フ
な
自
由
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
連
帯
主
義
の
立
場
が
あ
っ
た

し
、
モ
ー
ル
の
国
法
学
的
行
政
機
能
論
の
見
地
か
ら
の
政
策
提
言
を
一
貫
し
て
支
え
て
い
た
の
は
、
諸
個
人
の
「
能
力
の
自
主
的
な

開
展A

usbildung

」
を
理
想
と
す
る
、
初
期
自
由
主
義
者
と
し
て
の
理
性
主
義
的
な
強
い
価
値
意
識
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
い
っ

た
ん
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
洗
礼
を
受
け
た
う
え
で
、
イ
ギ
リ
ス
体
験
と
ロ
マ
ン
主
義
的
直
感
に
よ
っ
て
（
バ
ー
ダ
ー
）、
あ
る
い
は

シ
ス
モ
ン
デ
ィ
や
初
期
社
会
主
義
者
た
ち
の
議
論
に
触
発
さ
れ
て
（
モ
ー
ル
）、
そ
れ
ぞ
れ
資
本
制
賃
労
働
の
構
造
的
問
題
を
深
刻

に
受
け
止
め
、
し
か
も
身
分
利
害
の
「
代
表
制
」
の
問
題
と
い
う
政
治
的
な
国
制
構
造
論
へ
の
視
野
を
も
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
大
学
の
「
経
済
学
」
に
支
配
的
だ
っ
た
調
和
論
的
ス
ミ
ス
主
義
が
到
達
し
え
な
か
っ
た
鋭
い
問
題
認
識
と
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
批
判
的
見
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
哲
学
と
国
法
学
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
の
側
か
ら
、
先
駆
的
か
つ
総
合
国
家
学
的
に
示
す
こ
と
が
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前
に
、
ま
ず
「
社
会
問
題
」
認
識
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
改
良
主
義

の
形
成
局
面
の
一
端
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
「
社
会
問
題
」
認
識
と
そ
の
思
想
基
盤

第
一
次
大
戦
後
の
「
社
会
政
策
の
危
機
」
の
時
代
に
、
カ
ー
ル
・
プ
リ
ブ
ラ
ム
は
ド
イ
ツ
の
社
会
政
策
思
想
を
、
第
二
帝
制
期
を

念
頭
に
、
講
壇
社
会
主
義
（
保
守
主
義
）、
社
会
自
由
主
義
、
社
会
主
義
（
マ
ル
ク
ス
主
義
）、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
政
策
論
の
四
つ
の

潮
流
に
区
分
（
６
）

し
た
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
は
、
社
会
史
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、「
社
会
問
題
」
認
識
と
社
会
改
良
の
諸
志
向
と

が
十
九
世
紀
前
半
ま
で
遡
及
し
て
あ
と
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
年
で
は
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
思
想
運
動
の
中
の
非
共
産
主
義

的
な
諸
潮
流
が
「
市
民
的
社
会
改
良bürgerliche

Sozialreform

」
と
い
う
タ
ー
ム
で
包
括
さ
れ
る
ば
あ
い
も
み
う
け
ら
（
７
）

れ
る
。
と

い
う
の
は
、
自
由
主
義
、
社
会
主
義
、
保
守
主
義
を
十
九
・
二
十
世
紀
の
大
き
な
政
治
思
想
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
し

て
形
成
さ
れ
た
固
有
の
「
改
良
主
義
」
的
な
諸
潮
流
は
、
三
大
思
想
の
た
ん
な
る
妥
協
の
結
果
な
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
新
旧

両
派
の
社
会
倫
理
に
よ
っ
て
も
支
援
さ
れ
つ
つ
、「
射
程
の
長
い
独
自
の
観
点
を
も
っ
た
生
産
的
な
総
合
」（
フ
ラ
ン
ツ
‐
ク
サ
ー
ヴ

ァ
ー
・
カ
ウ
フ
（
８
）

マ
ン
）
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
の
実
質
を
、
理
念
と
実
践
政
治
の
両
面
で
示
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
多
様
な
社
会
政
策
思
想
な
い
し
社
会
改
良
主
義
の
形
成
時
期
が
十
九
世
紀
前
半
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
近
代
的
な
「
社

会
問
題
」
認
識
が
こ
の
時
期
に
出
現
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
一
八
三
〇
年
代
の
先
駆
的
事
例
と
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
の

カ
ト
リ
ッ
ク＝

ロ
マ
ン
主
義
者
・
哲
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ダ
ー(Franz

X
aver

von
B

aader,
1765-1841)

は
、
農
奴
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に
、
法
目
的
と
福
祉
目
的
の
両
面
に
わ
た
る
国
家
の
広
範
な
行
政
活
動
を
経
済
学
原
理
の
中
に
独
自
に
位
置
づ
け
た
。

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
カ
ー
ル
・
ロ
ー
ト
ベ
ル
ト
ゥ
ス(Johann

K
arl

R
odbertus,

1805-1875)

か
ら
自
然
的
・
経
済
的
要
素
と
歴

史
的
・
法
的
要
素
と
を
区
別
す
る
観
点
を
学
び
、
立
法
に
よ
る
経
済
秩
序
の
「
変
更
可
能
性
」
に
開
眼
、「
国
民
経
済
」
を
、
自
然

的
形
成
物
で
は
な
く
、
法
制
度
を
不
可
欠
の
前
提
条
件
と
し
て
含
ん
だ
「
人�

工�

の�

産�

物�
（
１７
）

」
と
と
ら
え
て
、
国
家
の
法
規
制
や
国
民
の

道
義
・
風
習
の
向
上
に
よ
る
諸
作
用
を
、
経
済
の
基
礎
理
論
の
中
に
取
り
込
む
新
見
地
を
獲
得
す
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
経
済
学
原

理
に
お
い
て
は
、「
欲
求
充
足
」
論
の
視
座
か
ら
、
欲
求
の
対
象
（
人
間
の
必
要
物
）
お
よ
び
欲
求
充
足
の
方
法
の
分
類
と
相
互
の

関
係
づ
け
と
が
一
貫
し
た
主
題
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
個
人
的
必
要
物
」
に
対
す
る
「
共
同
的
必
要
物
」（
各
種
の
法
制
度

を
含
む
最
広
義
の
公
共
福
祉
諸
制
度
す
な
わ
ち
内
務
行
政
の
全
領
域
）
の
区
別
に
よ
っ
て
、「
私
経
済
制
度
」
お
よ
び
「
慈
善
」
と

並
ん
で
「
共
同
経
済
制
度
」
が
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
定
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
強
制
的
共
同
経
済
の
最
高
形
態
」
と
し
て
の
国
家

は
、
一
つ
の
生
産
要
素
と
し
て
、
ま
た
分
配
調
整
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
国
家
が
法
的
保
護
（
法
目
的
）
お
よ
び
諸
給
付
（
福

祉
目
的
）
の
方
法
で
国
民
の
社
会
的
共
同
生
活
に
不
可
欠
な
諸
条
件
を
供
給
す
る
活
動
機
能
の
必
然
性
と
、
と
く
に
福
祉
目
的
活
動

の
拡
大
傾
向
と
が
強
調
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
法
哲
学
に
代
表
さ
れ
た
啓
蒙
絶
対
主

義
下
の
「
い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
理
論
」
に
お
け
る
国
家
活
動
と
強
制
と
の
際
限
の
な
い
膨
張
、
他
方
で
、
こ
れ
に
対
す
る
反
動
と
し

て
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー－

ス
ミ
ス－

カ
ン
ト
の
線
で
理
解
さ
れ
た
国
家
活
動
限
定
論
（「
法
目
的
」
単
一
論
）、
こ
れ
ら
両
者
が
と
も

に
一
面
的
と
し
て
批
判
（
１８
）

さ
れ
、
た
ん
に
「
法
目
的
」
だ
け
で
な
く
「
文
化
目
的
・
福
祉
目
的
」
の
実
現
を
も
め
ざ
す
現
代
の
「
文�

化�

国
家
・
福�

祉�

国
家C

ultur-
und

（
１９
）

W
ohlfahrtsstaat

」
に
お
い
て
は
、「
私
経
済
」・「
共
同
経
済
」・「
慈
善
」
の
三
制
度
の
正
し
い
組

み
合
わ
せ
こ
そ
が
重
要
課
題
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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で
き
た
の
で
（
１１
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
同
時
代
人
た
ち
に
よ
る
鮮
明
な
社
会
診
断
と
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
史
研
究
・
社
会
政
策
論
史
の
成
果
と

に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
社
会
問
題
」
発
展
の
歴
史
的
諸
相
に
つ
い
て
は
、（
一
）
旧
封
建
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
過
渡

期
（
資
本
主
義
形
成
期
）
に
特
有
の
社
会
的
流
動
化
（「
解
放
（
１２
）

危
機
」）
に
と
も
な
う
貧
困
現
象
（
十
九
世
紀
前
半
）
か
ら
、（
二
）

本
来
の
工
場
労
働
者
問
題
へ
（
十
九
世
紀
後
半
）、
さ
ら
に
、（
三
）
完
全
雇
用
と
社
会
保
障
と
に
集
約
さ
れ
る
全
国
民
の
家
計
所
得

の
保
障
問
題
へ
（
二
十
（
１３
）

世
紀
）、
と
い
う
三
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
の
第
二
段
階
に
至
っ
て
、
ド
イ
ツ
経
済
学
の
領
域
で
（
た
ん
な
る
帰
納
法
的
な
歴
史
主
義
の
立
場
の
表
明
で
は
な
く
）

固
有
の
国
家
機
能
論
に
も
と
づ
く
福
祉
国
家
論
を
本
格
的
に
定
礎
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

(A
dolph

W
agner,

1835-1917)

で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
学
生
時
代
に
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ラ

ウ(K
arl

H
einrich

R
au,

1792-1870)
か
ら
ス
ミ
ス
経
済
学
を
学
ん
だ
が
、
一
八
七
〇
年
頃
に
「
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
主
義
の
サ
ウ
ロ

か
ら
国
家
社
会
主
義
の
パ
ウ
（
１４
）

ロ
へ
」
と
評
さ
れ
る
転
身
を
は
た
す
。
一
八
七
一
年
の
「
社
会
問
題
講
演
」
で
は
、「
現
在
の
経
済
体

制
の
弊
害
状
況
」
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
や
ラ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
社
会
主
義
的
批
判
は
「
お
お
い
に
当
た
っ
て
い
る
」
と
公
言
し
て
自

由
競
争
社
会
に
お
け
る
「
分�

配�

面
で
の
不
都
合
な
結
果
」
を
批
判
し
、
し
か
も
「
改
良
策
」
と
し
て
、
す
で
に
具
体
的
に
、
労
働
者

の
賃
金
引
き
上
げ
と
労
働
時
間
短
縮
、
疾
病
・
廃
疾
・
老
齢
保
障
、
工
場
立
法
、
消
費
組
合
の
奨
励
と
住
宅
の
改
善
、
下
層
民
の
た

め
の
国
民
教
育
施
設
、
租
税
改
革
（
累
進
課
税
・
相
続
税
の
引
き
上
げ
）
を
主
張
（
１５
）

す
る
。
そ
し
て
一
八
七
六
年
に
は
、
師
ラ
ウ
の
『
政

治
経
済
学
教
科
書
』
第
一
巻
（
理
論
篇
）
の
全
面
改
稿
新
版
と
し
て
公
刊
し
た
『
一
般
的
・
理
論
的
国
民
経
済
学
』
に
お
い
て
、「
ラ�

ウ�

は
国
家
を
国
民
経
済
学
の
観
点
か
ら
原
理
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
ど
こ
に
も
お
こ
な
っ
て
い
（
１６
）

な
い
」
と
批
判
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
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『
ド
イ
ツ
君
主
国
』（
一
六
五
六
年
）
に
体
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
家
政Ö

konom
ie

を
管
理
す
る
家
父
長
と
し
て
の
君
主
を
想
定
し
た
、

「
国
勢
学
、
法
律
学
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
（
行
政
論
）
お
よ
び
国
家
経
済
、
政
治
学
お
よ
び
倫
理
学
の
も
ろ
も
ろ
の
知
識
や
規
則
の
要

約
、
す
な
わ
ち
包
括
的
な
〈
国
家
に
か
ん
す
る
（
２３
）

学
問
〉」、
あ
る
い
は
、
法
と
平
和
、
経
済
・
教
育
・
倫
理
・
宗
教
に
わ
た
る
国
家
実

務
と
し
て
の
行
政
（「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」）
の
（
２４
）

理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
管
理
学
は
、
行
政
官
の
養
成
に
必
要
な
知
識
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
一
七
二
七
年
の
ハ
レ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
デ
ル
で
の
官
房
学
講
座
の
設
置
を
嚆

矢
と
し
て
諸
大
学
に
普
及
し
、
大
学
で
の
名
称” O

ekonom
ische,

Policey-
und

C
am

eral-W
issenschaften“

が
示
す
よ
う
に
、
家

政
学
（
経
済
学Ö

konom
ik

）、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
（
内
務
行
政
学Polizeiw

issenschaft

）、
狭
義
の
官
房
学
（
財
政
学
）
の
三
分
野
か

ら
構
成
さ
れ
る
広
義
の
官
房
学
が
、
制
度
的
に
も
確
立
（
２５
）

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
官
房
学
の
形
成
に
は
る
か
に
先
だ
っ
て
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
ラ
テ
ン
西
欧
で
受
容
さ
れ
は
じ
め
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
学
問
体
系
は
、
ま
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
創
設
さ
れ
た
諸
大
学
を
ほ
ぼ
当
初
か
ら
席
捲
し
た
。
す
で
に
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア

ー
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
学
の
起
伏
に
富
ん
だ
展
開
史
を
あ
と
づ
け
た
よ
（
２６
）

う
に
、
ド
イ
ツ
で
も
哲
学
は
理
論
と
実
践
と
に
二
分
さ

れ
る
と
と
も
に
、「
善
き
生
」
の
実
現
を
究
極
目
的
と
す
る
実
践
哲
学
（
な
い
し
道
徳
哲
学
）
を
、
倫
理
学(E

thik)

、
家
政
学(Ö

ko-

nom
ik)

、
政
治
学(Politik)

の
三
分
野
で
編
成
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
慣
習
が
定
着
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

主
義
も
、
こ
の
局
面
で
は
、
あ
く
ま
で
神
学
教
育
に
役
立
つ
形
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ス
コ
ラ
学
的
実
践
哲
学
に
お
い
て
は
、

倫
理
学
・
家
政
学
・
政
治
学
の
本
来
的
一
体
性
は
意
味
を
失
い
、
地
上
の
「
善
き
生
」
に
か
か
わ
る
政
治
学
や
家
政
学
よ
り
も
、
個

人
の
信
仰
と
行
為
に
か
ん
す
る
学
問
と
し
て
倫
理
学
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
良
き
国
家
の
理
論
は
、
君
主
の
良
き
職

務
遂
行
の
た
め
の
美
徳
指
示
書
で
あ
る” Fürstenspiegel“

（『
君
主
鑑
』）
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

―２７８（１１）―
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こ
う
し
て
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
市
場
経
済
の
自
然
的
自
律
性
と
い
う
観
念
を
否
定
し
て
、
国
家
論
を
政
治
経
済
学
の
不
可
欠
の
構

成
要
素
と
位
置
づ
け
、「
私
経
済
制
度
」
自
体
が
、
い
ま
や
「
共
同
的
必
要
物
」
と
そ
の
「
共
同
経
済
」
的＝

国
家
的
な
供
給
と
を

前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
認
識
を
、
経
済
学
原
理
と
し
て
示
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
モ
ー
ル
が
、
つ
い
で
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ

ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン(L

orenz
von

Stein,
1815-1890)

が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
社
会
構
造
分
析
に
立
脚
し
つ
つ
、
と
も
に
国
家
学

的
見
地
の
も
と
で
国
法
学
や
行
政
学
の
分
野
で
開
拓
し
て
い
た
広
範
な
福
祉
目
的
的
国
家
行
政
需
要
の
問
題
に
対
す
る
、
国
民
経
済

学
の
側
か
ら
の
事
実
上
最
初
の
本
格
的
な
対
応
の
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
（
２０
）

よ
う
。

三

ド
イ
ツ
国
家
学
と
官
房
学

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
経
済
学
原
理
に
お
け
る
国
家
論
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
位
置
づ
け
は
、
ド
イ
ツ
経
済
学
の
国
家
学
的
出
自
と
、
こ
の

属
性
の
長
期
に
わ
た
る
波
及
力
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
自
身
も
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
「
国
家
学
」
の
教
授
と

し
て
、
ド
イ
ツ
講
壇
の
経
済
学
に
お
け
る
「
官
房
学
の
伝
統
」（
国
家
機
能
へ
の
関
心
）
を
積
極
的
に
評
価
し
て
（
２１
）

い
た
。

ド
イ
ツ
国
家
学(Staatsw

issenschaften)

の
発
生
史
的
根
幹
は
、
十
六
世
紀
以
来
の
領
邦
君
主
の
財
産
管
理
術
に
淵
源
を
も
つ
官

房
学(K

am
eralistik

od.
K

am
eralw

issenschaft)

で
あ
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
道
徳
哲
学
的
政
治
学
の
支
配
し
て
い
た
大
学
と
は
別

に
、
君
主
の
独
自
の
ア
カ
デ
（
２２
）

ミ
ー
で
運
営
さ
れ
、
三
十
年
戦
争
後
の
領
邦
主
権
の
伸
張
と
と
も
に
、
新
し
い
合
理
的
な
国
家
形
成
力

を
担
っ
た
領
邦
絶
対
主
義
の
、
国
家
経
営
の
た
め
の
実
用
主
義
的
学
問
と
し
て
発
展
し
た
。
こ
の
新
し
い
実
践
的
政
治
学
は
、
ル
タ

ー
派
の
信
条
に
立
つ
ザ
ク
セ
ン＝

ゴ
ー
タ
の
実
務
政
治
家
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ(V

eit
L

udw
ig

von
Seckendorff,

1626-1692)

の

―２７９（１０）―
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新
性
を
担
い
、
自
然
法
は
、
実
践
哲
学
の
独
自
の
一
分
野
と
し
て
大
学
で
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
邦
絶
対
主
義
下
の
実
定

法
を
学
問
的
に
基
礎
づ
け
る
役
割
を
は
た
し
た
。
こ
と
に
十
七
世
紀
末
以
降
、
自
然
法
的
公
法
学
と
し
て
成
立
し
た
「
一
般
国
法
学

Ius
publicum

universale

」
が
自
然
法
論
と
現
実
世
界
と
を
架
橋
す
る
。
学
問
の
実
践
的
有
用
性
を
主
張
し
、
正
統
的
諸
思
想
を
攻

撃
し
て
郷
里
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
を
追
わ
れ
た
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス(C

hristian
T

hom
asius,

1655-1728)

は
、
新
興
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
ハ

レ
大
学
の
創
設
（
一
六
九
四
年
）
に
参
画
し
、
人
間
本
性
と
し
て
の
自
然
法
、
各
人
の
最
大
幸
福
原
理
と
し
て
の
善
、
神
の
法
と
実

定
法
と
の
区
別
、
外
的
拘
束
性
（
法
）
と
内
的
拘
束
性
（
道
徳
）
と
の
区
別
な
ど
の
観
点
を
と
お
し
て
自
然
法
の
世
俗
化
を
推
し
進

め
、官
房
学
講
座
の
開
設
に
も
尽
力
す
る
。
一
方
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
や
ピ
エ
テ
ィ
ス
ト
と
の
争
い
に
敗
れ
て
一
七
二
三
年
に
ハ
レ
を

追
放
さ
れ
た
ヴ
ォ
ル
フ(C

hristian
W

olff,
1679-1754)

は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
か
ら
ハ
レ
へ
の
帰
還
（
一
七
四
〇
年
）
を
は
さ
ん
で
、

実
践
哲
学
の
諸
分
野
の
自
然
法
的
総
括
（
理
性
と
経
験
の
総
合
）
を
志
向
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
「
道
徳
的
存
在
」
と
と
ら

え
、「
行
為
の
正
し
さrectitudo

actionis
」（
人
間
・
事
物
の
完
全
な
本
性
の
模
範
）
に
照
ら
し
て
す
べ
て
の
実
定
法
を
検
証
・
鑑

定
す
る
こ
と
を
知
性
の
体
現
者
た
る
実
践
哲
学
者
の
任
務
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
国
家
の
哲
学
者
」

と
な
っ
た
（
究
極
目
的
と
し
て
の
個
人
の
「
完
全
性
」
と
「
幸
福
」、
そ
の
実
現
の
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
の
「
公
共
の
福
祉
」

と
、
そ
の
達
成
の
た
め
の
合
理
的
装
置
と
し
て
の
国
家
・
法
律
、
そ
し
て
根
底
に
据
え
ら
れ
た
社
会
契
約
と
服
従
契
約
と
の
二
重
契

（
３０
）

約
論
）。
こ
う
し
て
自
然
法
的
に
改
変
さ
れ
た
実
践
哲
学
と
国
家
学
的
諸
要
素
と
が
融
合
し
て
、
十
八
世
紀
半
ば
に
は
自
然
法
的
国

法
学
、
経
験
論
的
政
治
学
な
い
し
政
策
学
、
帝
国
史
お
よ
び
国
家
史
、
そ
し
て
広
義
の
官
房
学
の
三
部
門
、
以
上
の
全
体
が
「
国
家

学
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
（
３１
）

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
も
な
く
カ
ン
ト
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
法
哲
学
（「
幸
福
主
義
」）
へ
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
企
図
し
た
、
啓
蒙
絶

―２７６（１３）―
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そ
の
ご
宗
教
改
革
以
降
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
ド
イ
ツ
君
主
国
家
で
は
、
領
邦
教
会
制
の
も
と
で
世
俗
領
域
が
神
学
の
後
見
か
ら

解
放
さ
れ
、「
善
き
生
」
の
目
的
論
的
原
理
に
立
つ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
と
、
聖
俗
両
面
の
良
き
秩
序
を
配
慮
す
る
キ
リ
ス

ト
教
国
家
論
と
が
倫
理
的
に
結
合
さ
れ
る
。
し
か
し
三
十
年
戦
争
後
の
領
邦
国
家
の
主
権
的
統
治
活
動
の
進
展
は
、
そ
の
技
術
的
必

要
か
ら
、
新
し
い
実
践
的
政
治
学
す
な
わ
ち
統
治
活
動
の
理
論
と
し
て
官
房
学
を
形
成
さ
せ
、
拡
張
さ
れ
たÖ

konom
ik

と
し
て

「
国
家
経
済Staatsw

irtschaft

」
へ
の
視
野
を
拓
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
臣
民
の
生
活
全
般
を
配
慮
す
る
家
父
長
的
統
治

の
発
想
と
実
務
は
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
領
邦
絶
対
主
義
の
内
務
行
政
学
と
し
て
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
を
自
立
化
さ
せ
る
と
と
も

に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
旧Ö

konom
ik

の
基
盤
を
連
綿
と
な
し
て
い
た
「
オ
イ
コ
ス
」
共
同
体
の
維
持
に
か
か
わ
る
事
項
い
っ

さ
い
の
包
括
物
た
る
「
全
き
家
」（
オ
ト
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
次
第
に
解
体
さ
せ
て
い
（
２７
）

っ
た
。
こ
の
近
代
へ
の
過

渡
的
局
面
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
伝
統
と
領
邦
絶
対
主
義
の
経
済
発
展
と
が
交
差
し
た
ド
イ
ツ
的
接
点
に
お
い
て
、
農
民

経
済
と
交
換
経
済
と
の
関
係
が
、「Ö

konom
ik

家
政
学
」
と
「C

hrem
atistik

貨
殖
論
」
と
の
長
い
闘
い
の
（
２８
）

歴
史
の
最
終
段
階
と
し

て
立
ち
現
れ
る
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、C

hrem
atistik

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
に
お
け
る
「χρηματιστική

取
財
術
」
に
由

来
し
た
が
、
重
商
主
義
的
「
国
家
経
済
」
の
視
野
は
、
一
面
で
は
、
国
家
に
よ
る
経
済
の
形
成
（
抑
制
と
指
導
）
の
義
務
観
念
を
と

お
し
て
物
財
獲
得
衝
動
（「
貨
殖
論
」）
の
抑�

制�

と
い
う
伝
統
的
・「
家
政
学
」
的
要
素
を
な
お
残
し
（
２９
）

つ
つ
、
徐
々
に
で
は
あ
れ
合
理

的
な
純
然
た
る
商
業
論
へ
の
経
路
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、
こ
の
君
主
制
絶
対
主
義
は
、
そ
の
形
成
途
上
の
支
配
権
の
根
拠
づ
け
を
自
然
法
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
七
世
紀
後

半
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ(Sam

uel
Pufendorf,

1632-1694)

が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
熟
成
さ
せ
た
世
俗
的
な
自
然
法
論
は
、
義
務

論
を
根
底
に
も
つ
ド
イ
ツ
的
特
性
を
示
し
つ
つ
、
教
会
的
・
ス
コ
ラ
学
的
諸
権
威
に
対
抗
し
て
人
間
理
性
の
普
遍
性
を
信
頼
す
る
革

―２７７（１２）―
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一

大
学
の
経
済
学
も
、
国
家
学
を
物
財
的
・
技
術
学
的
側
面
か
ら
構
成
し
た
そ
の
出
自
に
由
来
す
る
現
実
密
着
型
の
百
科
全
書

的
な
「
統
治
」
の
学
と
し
て
の
性
格
を
二
十
世
紀
初
め
ま
で
も
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ミ
ス
経
済
学
普
及

の
最
大
の
貢
献
者
と
目
さ
れ
る
ラ
ウ
も
、
カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
の
官
房
学
高
等
学
院
の
遺
産
を
継
承
し
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
の
官
房
学
を
、
学
問
的
基
盤
に
し
て
（
３３
）

い
た
。
一
八
二
二
年
に
同
大
学
哲
学
部
に
設
置
さ
れ
た
「
国
家
学
」
の
教
授
ポ
ス
ト
に
選
任

さ
れ
た
ラ
ウ
は
、
そ
れ
ま
で
い
た
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
移
籍
し
て
の
ち
、
さ
っ
そ
く
官
房
学
の
「
百
科
全
書

的
」
体
裁
の
（
３４
）

講
義
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
ま
も
な
く
主
著
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
を
、
国
民
経
済
学
（
理
論
）・
国
民
経
済
政

策
・
財
政
学
の
三
部
門
編
成
で
順
次
公
刊
し
た(B

d.
1,

1826;
B

d.
2,

1828;
B

d.
3,

1832-37)

。

こ
の
ラ
ウ
に
よ
る
三
部
門
編
成
は
、
の
ち
に
ロ
ッ
シ
ャ
ー(W

ilhelm
G

eorg
Friedrich

R
oscher,

1817-1894)

も
留
意
し
た
よ

（
３５
）

う
に
、
上
述
し
た
旧
官
房
学
の
三
分
野
構
成
と
相
似
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ラ
ウ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
早
く
も
着
任
の
翌
年
に

「
官
房
学
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
に
か
ん
す
る
自
分
の
諸
講
義
」
の
た
め
の
梗
概
と
し
て
公
刊
し
た
、G

rundriß
der

K
am

eral-

w
issenschaft

oder
W

irthschaftslehre
für

encyklopädische
V

orlesungen,
H

eidelberg
1823.

（
以
下
、『
講
義
要
目
』
と
略
記
）

の
表
題
と
詳
細
な
一
〇
六
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
講
義
項
目
編
成
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
、
広
義
の
官
房
学
の
全
体
で

は
す
で
に
な
く
、
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
「
経
済
学
」
の
体
系
的
展
望
で
あ
っ
た
。
こ
の
梗
概
は
、
た
ん
な
る
講
義
項
目
一
覧
に
す
ぎ

な
い
が
、
二
年
後
に
、
ラ
ウ
は
そ
れ
を
敷
衍
し
た
概
説
書
、U

eber
die

K
am

eralw
issenschaft,

E
ntw

icklung
ihres

W
esens

und

ihrer
T

heile,
H

eidelberg
1825.

（
以
下
、『
官
房
学
概
説
』
と
略
記
）
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ずK

am
m

er

の
語
源
や

K
am

m
erw

esen

の
沿
革
が
略
述
さ
れ
、
次
い
で
、
狭
義
の
官
房
学
（
財
政
学
）
に
加
え
て
「K

am
m

er

事
項
で
官
吏
の
準
備
に
必

要
と
思
わ
れ
た
主
教
義
・
補
助
教
義
の
す
べ
て
」
を
も
統
合
し
た
、
上
記
の
広
義
の
官
房
学
の
通
念
の
形
成
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
の
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ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



対
主
義
の
国
家
後
見
主
義
（
旧
福
祉
国
家
）
の
克
服
と
近
代
的
市
民
社
会
原
理
の
定
立
と
を
、「
国
法
の
理
論T

heorie
des

Staatsrechts

」
の
課
題
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
も
、
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
「
国
法
の
理
論
」
は
、
既
述
の

よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
ア
・
プ
リ
オ
ー
リ
に
「
意
志
の
自
律
」
原
理
に
も
と
づ
い
て
自
由
な
諸
個
人
の
相
互
関
係
の
外
的
形
式
を
「
法
」

と
と
ら
え
、
法
の
実
質
す
な
わ
ち
具
体
的
・
経
験
的
な
目
的
や
内
容
を
哲
学
と
し
て
論
議
す
る
こ
と
自
体
の
意
味
を
、「
幸
福
主
義
」

と
と
も
に
事
実
上
葬
り
去
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
こ
の
形
式
論
的
理
性
法
論
と
し
て
の
個
人

主
義
は
、「
善
き
生
」
の
実
現
と
い
う
実
体
的
目
的
論
で
貫
か
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
哲
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
を
、
明

瞭
に
切
断
す
る
革
命
的
作
用
力
を
包
蔵
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
由
主
義
的
な
近
代
社
会
像
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お

け
る
よ
う
な
心
理
分
析
的
な
（
の
ち
の
功
利
主
義
に
つ
な
が
る
）
経
験
論
的
人
間
学
（
↓
経
済
学
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
カ
ン
ト

の
理
性
法
論
的
な
国
法
学
の
次
元
で
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
ご
と
り
わ
け
「
法
治
国
家
」
思
想
が
、
一
貫
し
て
特
殊
ド
イ
ツ
的

な
法
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
を
、
す
で
に
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
の
理
性
法
論
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル(G

eorg
W

ilhelm
Friedrich

H
egel,

1770-1831)

が
、

晩
年
の
主
著
『
法
の
哲
学
』（
一
八
二
一
年
）
に
、「
自
然
法
と
国
家
学
・
綱
要
」
と
い
う
十
八
世
紀
風
の
副
題
を
付
し
て
い
た
（
３２
）

こ
と

も
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
的
学
問
史
を
背
景
と
し
て
い
た
し
、
自
然
法
論
か
ら
「
法
哲
学R

echtsphilosophie

」
へ
の
十
九
世
紀
的
展

開
を
も
す
で
に
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

ラ
ウ
の
「
官
房
学
の
再
編
成
」
構
想
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て
、
い
ま
や
旧
来
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
の
限
界
は
、
第
一
に
そ
れ
は
「
大
部
分
が
国
富
の
理
論
と
な
ん
の
関
係
も
な
か
っ
た
」
こ

と
、
第
二
に
「
い
わ
ゆ
る
営
業
ポ
リ
ツ
ァ
イG

ew
erbspolizei

と
並
ん
で
同
時
に
財
政
学
も
、
新
た
に
成
立
し
た
学
問
か
ら
光
を
当

て
ら
れ
た
」
こ
と
か
ら
ま
す
ま
す
明
白
で
あ
る
、
と
。
し
か
も
ラ
ウ
は
、「
国
家
行
政
の
本
質
、
諸
目
的
、
諸
分
野
を
熱
心
に
探
求

し
た
」
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
が
、
結
局
そ
の
「
混
乱
し
た
総
体
の
た
め
に
内
的
統
一
性
を
見
つ
け
る
こ
と
に
失
敗
し
た
」
原
因
を
、「
ポ

リ
ツ
ァ
イ
を
司
法
か
ら
区
別
す
る
固
有
性
を
示
せ
な
か
っ
た
」
点
に
認
（
３８
）

め
た
。
ク
ネ
ー
マ
イ
ア
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
八

世
紀
に
は
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
か
ら
外
交
・
財
政
・
軍
事
だ
け
で
な
く
司
法
も
除
外
さ
れ
て
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
は
一
般
内
務
行
政
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
（
３９
）

た
が
、
ラ
ウ
は
、
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
、
政
府
に
よ
る
福
祉
目
的
活
動
と
し
て
包
括
さ
れ
て
い
た
「
ポ

リ
ツ
ァ
イ
」
観
を
採
ら
ず
、
人
間
と
物
財
と
の
「
安�

全�

Sicherheit

」
の
確
保
に
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
概
念
を
狭
義
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
に
「
経
済
」
と
「
教
養
」
と
を
自
立
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「
司
法
に
ポ
リ
ツ
ァ
イ
が
近
づ
い
て
い
け
ば
、
安
全
ポ
リ

ツ
ァ
イ
と
い
う
語
は
冗
語
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
外
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国

民
の
経
済
的
諸
目
的
の
た
め
の
配
慮
と
国
民
の
教
養
の
た
め
の
配
慮
は
、
今
後
は
も
は
や
わ
ざ
と
ら
し
い
や
り
方
で
た
ん
に
安
全
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
る
。」「
わ
れ
わ
れ
は
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
と
並
ん
で
、
二
つ
の
別
の
政
府
活
動
分
野
、
つ
ま
り
国
民
経

済
と
国
民
教
養
の
育
成
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
最
後
の
も
の
も
本
来
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
も
経
済
的
な
事
柄
と
は
関

係
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
（
４０
）

な
る
」、
と
。
後
見
主
義
的
な
「
家
父
長
的
政
府
」
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
と
、

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
ピ
ュ
ッ
タ
ー
に
よ
る
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
の
安
全
目
的
単
一
規
定
と
を
二
大
震
源
と
し
て
一
連
の
自
由
主
義
的
国

家
観
の
形
成
（「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
国
家
」
へ
の
批
判
を
含
む
）
が
十
九
世
紀
前
半
に
進
み
、
広
範
な
福
祉
目
的
か
ら
安
全
目
的
へ
の
シ

フ
ト
と
い
う
形
で
の
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」概
念
の
近
代
化
過
程
は
、ド
イ
ツ
の
十
九
世
紀
全
体
を
つ
う
じ
て
徐
々
に
進
行
し
て
い
（
４１
）

く
が
、
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大
学
講
座
の
開
設
に
よ
る
そ
の
制
度
的
確
立
の
経
緯
に
（
３６
）

及
ぶ
。
と
こ
ろ
が
ラ
ウ
は
、
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
、
広
義
の
官
房
学
の
構
成

要
素
と
み
な
さ
れ
て
き
た
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
の
雑
然
と
し
た
性
格
へ
の
批
判
を
展
開
し
、「
官
房
学
の
再
編
成U

m
gestaltung

」

を
主
張
す
る
。
ラ
ウ
に
し
た
が
え
ば
、” O

ekonom
ische,

Policey-
und

C
am

eral-W
issenschaften“

の
た
い
て
い
の
教
科
書
は
、

ま
ず
「
私
経
済Privat-O

ekonom
ie

の
諸
命
題
」
―
―
こ
れ
は
「
農
業
と
都
市
経
済L

and-
und

Stadtw
irthschaft

」
に
区
分
さ
れ

る
―
―
か
ら
始
ま
り
、「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
制
度
に
か
ん
す
る
教
義
」
が
つ
づ
き
、「
財
政
学
」
で
し
め
く
く
る
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
中
で
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
制
度
と
い
う
「
さ
ま
ざ
ま
な
任
務
で
構
成
さ
れ
た
職
務
領
分
は
、
内
的
統
一
性
が
な
く
、
し
た
が
っ

て
概
念
の
余
地
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
詳
細
に
標
示
し
よ
う
と
す
る
と
つ
ね
に
不
運
に
み
ま
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
の

で
あ
っ
て
、「
仮
に
当
時
そ
れ
を
表
現
し
え
た
と
し
て
も
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
は
、
財
政
制
度
と
は
関
係
の
な
い
内
務
行
政
の
諸
職
務

に
か
ん
す
る
教
義
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
人
は
そ
う
言
わ
な
い
か
わ
り
に
、
幸
福
や
良
き
秩
序
と
い
う

漠
然
と
し
た
表
現
で
な
ん
と
か
し
の
い
だ
り
、
個
々
の
対
象
を
並
べ
立
て
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
あ
れ
こ
れ
の
概
念

に
押
し
込
も
う
と
努
力
し
た
も
の
の
、
概
念
に
比
べ
て
内
容
が
明
ら
か
に
広
大
す
ぎ
た
り
（
３７
）

し
た
」、
と
。

ラ
ウ
が
志
向
し
た
の
は
、
と
く
に
学
問
と
し
て
の
一
体
性
を
欠
い
て
い
る
と
思
わ
れ
た
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
」
を
見
限
り
、「
官
房

学
」
を
す
ぐ
れ
て
「
経
済
学
」
的
に
再
編
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ウ
に
し
た
が
え
ば
、「
官
房
学
の
教
義
体
系
に
お
け
る
変
更
の

最
初
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、
国�

富�

の�

理�

論�

T
heorie

des
V

olksverm
ögens

の
成
立
で
あ
る
。」「
フ�

ィ�

ジ�

オ�

ク�

ラ�

シ�

ー�

の�

体�

系�

は
、
ド
イ
ツ
で
は
ス�

ミ�

ス�

の�

体�

系�

よ
り
も
四
半
世
紀
近
く
も
前
に
知
れ
わ
た
っ
た
」
が
、「
官
房
学
の
存
続
を
脅
か
す
」
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
方
「
ス�

ミ�

ス�

の�

教�

義�

は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
ち
ょ
う
ど
カ�

ン�

ト�

の
体
系
が
ド
イ
ツ
人
の
す
べ
て
の
学
問
的

営
為
に
活
力
と
厳
格
な
思
考
正
当
性
と
を
与
え
た
時
代
に
、
思
索
的
ま
た
は
活
発
な
官
房
学
者
た
ち
の
注
意
を
奪
っ
た
」
の
で
あ
っ

―２７３（１６）―
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ｂ
・
財
政
学
あ
る
い
は
狭
義
の
官
（
４２
）

房
学
。」

と
示
さ
れ
、
一
方
、「
人
間
の
外
界
へ
の
依
存
、
外
的
財
の
必
要
性B

edürfniß
äußerer

（
４３
）

G
üter

」
の
観
点
に
特
化
し
た
ラ
ウ
の
「
経

済
学
の
体
系
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
区
分
で
あ
っ
た
。

「
Ⅰ
・
一
般
経
済
学
、

Ⅱ
・
特
殊
経
済
学
。

１
・
市
民
（
私
）
経
済
学B

ürgerliche
(Privat-)

O
ekonom

ie

。

Ａ
・
獲
得
学E

rw
erbslehre

―
―
獲
得
〔
す
な
わ
ち
〕

ａ
・
原
料
労
働
に
よ
る
、

土
地
労
働
（
原
料
の
産
出
）、

製
造
（
原
料
加
工
、
工
場
製
造
）、

商
業
。

ｂ
・
人
的
役
務
に
よ
る
。

ｃ
・
利
子
か
ら
の
。

Ｂ
・
家
経
済
学H

ausw
irthschaftslehre

。

２
・
公
共
経
済
学O

effentliche
W

irthschaftslehre

、
政
治
経
済
学politische

O
ekonom

ie

。

Ａ
・
理
論
的
部
分
。
国
民
経
済
学V

olksw
irthschaftslehre

。

Ｂ
・
実
践
的
部
分
〔
す
な
わ
ち
〕

―２７０（１９）―
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ラ
ウ
は
穏
健
な
自
由
主
義
者
と
し
て
、
こ
の
過
程
に
初
期
段
階
か
ら
与
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
本
来
広
義
の
官
房
学
を
構
成
し
て
い
た
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
と
り
わ
け
固
有
の
行
政
学
的
な
要
素
は
、
ラ
ウ
の
官
房
学

体
系
の
構
想
か
ら
す
で
に
脱
落
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
が
領
邦
絶
対
主
義
の
家
父
長
的
君
主
統
治
の
た
め
の
行
政
実

務
の
集
積
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
で
は
、
新
時
代
に
は
そ
れ
が
、
と
り
わ
け
自
由
主
義
的
陣
営
か
ら
過
去
の
も
の

と
み
な
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
、
み
ず
か
ら
南
ド
イ
ツ
初
期
立
憲
主
義
の
一
翼
を
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
国
法
学

者
と
し
て
担
っ
た
モ
ー
ル
は
、
立
憲
制
下
で
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
復
興
に
向
け
た
そ
の
総
合
国
家
学
的
営
為
に
は
甚
大
な
努
力
を
要
求

さ
れ
た
し
、「
法
治
国
家
」
に
お
け
る
国
家
干
渉
原
理
の
行
政
（
法
）
学
的
確
立
と
国
家
学
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の
再
構
築
と
い

う
当
面
の
大
き
な
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
晩
年
に
は
実
証
主
義
的
な
行
政
法
学
の
擡
頭
に
直
面
し
、
大
学
に
お
け
る
「
ポ
リ
ツ
ァ

イ
学
」
の
枯
死
へ
の
歩
み
を
く
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二

い
ま
や
ラ
ウ
が
構
築
し
た
新
し
い
官
房
学
は
、「
国
民
経
済
学
」
の
体
系
で
あ
っ
て
、
上
述
の
官
房
学
の
『
講
義
要
目
』（
全

三
一
二
項
）
で
は
、
第
四
項
で
旧
来
の
官
房
学
の
内
容
が
、
第
七
項
に
は
ラ
ウ
自
身
の
「
経
済
学W

irthschaftslehre

と
し
て
の
官

房
学
」
の
編
成
内
容
が
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
旧
来
型
の
編
成
は
、

「
１
・
経
済
学
的
部
分
。

ａ
・
農
学L

andw
irthschaftslehre

、
こ
れ
に
は
林
業
・
鉱
山
に
か
ん
す
る
教
義
も
含
め
ら
れ
た
、

ｂ
・
都
市
経
済
学Stadtw

irthschaftslehre

、
す
な
わ
ち
技
術
学
お
よ
び
商
学
。

２
・
政
治
学
的
部
分
。

ａ
・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
、
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ま
ず
、
右
に
ラ
ウ
が
簡
略
な
が
ら
表
示
し
た
旧
来
型
の
編
成
は
、
広
義
の
官
房
学
の
三
分
野
を
含
ん
で
い
る
。「
経
済
学
的
部
分
」

が
「
農
学
」
と
「
都
市
経
済
学
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
七
・
八
世
紀

の
官
房
学
文
献
に
こ
の
区
分
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
商
工
業
が
「
都
市
経
済
」
と
称
さ
れ
た
と
は
い

え
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
「
家
経
済
」
的
経
営
で
あ
り
、
支
配
的
な
農
業
経
済
の
付
属
物
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
農

工
商
業
を
つ
う
じ
て
、
た
と
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
農
具
、
役
畜
、
耕
作
の
時
期
、
休
閑
地
、
肥
料
な
ど
、
子
細
に
わ
た
る
実
際
技
術
的

な
記
述
が
官
房
学
の
「
経
済
学
的
」
叙
述
の
特
徴
を
な
し
て
（
４５
）

お
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ラ
ウ
の
『
講
義
要
目
』
も
、
と
り
わ
け
そ
の
「
市

民
経
済
学
」
の
「
獲
得
学
」
の
諸
（
４６
）

分
野
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
産
業
上
の
百
科
全
書
的
諸
項
目
を
な
お
各
所
に
含
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。一

方
ラ
ウ
の
体
系
に
お
い
て
は
、「
経
済
」
と
は
、「
人�

間�

に�

富�

の�

諸�

部�

分�

を�

供�

給�

す�

る�

こ�

と�

を�

目�

的�

と�

し�

た�

継�

続�

的�

用�

務�

、
つ
ま

り
富�

の�

継�

続�

的�

配�

慮�
（
４７
）

」
で
あ
り
、「
経
済
学
は
、
人
間
の
諸
目
的
を
助
成
す
る
た
め
の
物
財sachliche

G
üter

の
供
給
を
対
象
と
す

る
」
と
考
え
ら
れ
、
人
間
と
物
財
と
の
外
的
関
係
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
誰
が
物
財
を
供
給
さ
れ
る
の
か
」、
あ

る
い
は
「
富
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
誰
の
必
要
が
充
足
さ
れ
る
の
か
」
と
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
々
の
市
民
、
ま
た
は
国
家
全
体
」

と
い
う
主
体
の
二
分
に
対
応
す
る
形
で
、
経
済
学
は
右
の
よ
う
に
「
市�

民�

経�

済�

学�

、
私�

経�

済�

学�

」
と
「
公�

共�

経�

済�

学�

、
政�

治�

経�

済�

学�

」

と
に
大
別
さ
（
４８
）

れ
る
。
そ
し
て
、
後
者
は
、「
純�

粋�

国�

民�

経�

済�

学�

、
多
く
の
著
述
家
た
ち
の
意
味
に
お
け
る
ナ�

ツ�

ィ�

オ�

ナ�

ー�

ル�

・
エ�

コ�

ノ�

ミ�

ー�

、
国
民
経
済
ま
た
は
国
民
の
経
済
活
動
に
か
ん
す
る
学
問
、
―
―
国
富
の
理
論
」
と
、「
応�

用�

国�

民�

経�

済�

学�

、
政
府
の
経
済

活
動
に
か
ん
す
る
学
問
」
と
に
二
分
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
後
者
は
、「
国�

民�

経�

済�

育�

成�

ま
た
は
裕�

福�

へ�

の�

配�

慮�

、
あ
る
い
は
営�

業�

ポ�

リ�

ツ�

ァ�

イ�

、
経�

済�

的�

ポ�

リ�

ツ�

ァ�

イ�

な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
か
ん
す
る
学
問
」
と
、「
政�

府�

経�

済�

に
か
ん
す
る
学
問
、
財�

政�

学�

」
と
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ａ
・
国
民
経
済
育
成V

olksw
irthschaftspflege

に
か
ん
す
る
教
義
（
裕
福
へ
の
配
慮W

ohlstandssorge)

、

ｂ
・
国
家
経
済
学Staatsw

irthschaftslehre

、
財
政
学

（
４４
）

Finanzw
issenschaft

。」

さ
ら
に
、
こ
の
『
講
義
要
目
』
自
体
の
全
体
構
成
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

序
論

Ⅰ
・
官
房
学
の
概
念
と
本
質

Ⅱ
・
他
の
諸
学
問
と
の
関
係

Ⅲ
・
文
献

§§1~20

第
一
部

一
般
経
済
学

§§21~36

第
二
部

特
殊
経
済
学

第
一
編

市
民
経
済
学

第
一
章

獲
得
学

鉱
山
術
、
狩
猟
、
農
学
、
林
学
、
製
造
学
（
技
術
学
）、
商
学
、
役
務
か
ら
の
獲
得
、
貸
付
財
産
に

よ
る
獲
得

§§37~208

第
二
章

家
経
済
学

§§209~216

第
二
編

公
共
経
済
学
（
政
治
経
済
学
）

第
一
章

純
粋
国
民
経
済
学

序
論
、
国
富
の
本
質
、
国
富
の
形
成
、
国
富
の
分
配
、
富
の
消
費
、
営
業
、
人
口
と
国
民

経
済
学

§§217~253

第
二
章

応
用
（
実
践
）
国
民
経
済
学

第
一
節

国
民
経
済
育
成
に
つ
い
て

序
論
、
営
業
育
成
、
国
民
経
済
の
関
係

§§254~281

第
二
節

国
家
の
経
済
に
つ
い
て

国
家
支
出
、
国
家
収
入
、
国
債
、
国
家
経
済
行
政
の
形
態

§§282~312

補
遺

官
房
学
者
の
教
育
に
つ
い
て

（
以
上
）
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得
方
法
を
分
類
す
る
さ
い
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
自
然
の
産
物
の
採
取
に
よ
る
、
自
然
か
ら
の
獲
得
」
と
、「
交
換
、
利
子
つ

き
の
貸
与
、
報
酬
と
引
き
替
え
の
労
働
を
手
段
と
し
た
、
交
流V

erkehr

に
よ
る
他
者
か
ら
の
（
５２
）

獲
得
」
と
を
区
別
し
た
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
の
も
、
自
然
で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ラ
ウ
は
、
同
じ
農
業
で
も
自
家
消
費
用
生
産
を
脱
し

て
「
収
益
の
た
め
の
」
生
産
が
一
般
的
と
な
っ
た
、
職
業
身
分
の
分
化
し
た
社
会
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
区
分
は
適
切
で

は
な
い
と
み
な
し
て
（
５３
）

い
る
。

ラ
ウ
は
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
第
一
巻
の
冒
頭
部
分
で
も
、「
財
産
の
獲
得
、
保
存
お
よ
び
使
用
」
に
か
ん
す
る
活
動
全
体
を

「
経
済
」
と
規
定
し
、
私
生
活
の
共
同
体
（
家
族
等
）
と
国
家
生
活
と
を
区
分
す
る
観
点
か
ら
「
市�

民�

経�

済�

学�

ま
た
は
私�

経�

済�

学�

」

と
、「
政�

治�

経�

済�

学�

、
公�

共�

経�

済�

学�

、
広
義
の
国�

家�

経�

済�

学�

、
フ
ラ
ン
ス
語
でéconom

ie
politique

、
英
語
でpolitical

econom
y

」

と
を
区
分
す
る
と
と
も
に
、
後
者
に
注
記
し
て
、「
最
近
ホ�

ェ�

イ�

ト�

リ�

ー�

に
よ
っ
て
、（καταλλαγη

、
交
換
、
か
ら
）K

atallaktik

と
い
う
名
称
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
たC

hrem
atistik

と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
も

っ
と
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
」、
と
述
べ
て
（
５４
）

い
る
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
、
共
同
体
の
自
立
と
自
足
（
善
き
生
）
を
究

極
目
的
と
し
た
か
ら
、「
取
財
術χρηματιστική

」
を
二
種
類
に
分
け
て
、
共
同
体
の
自
足
的
維
持
に
資
す
る
よ
う
な
、
自
然
に
か

な
っ
た
、つ
ま
り
必
要
で
有
限
な
「
取
財
術
」
を
「
家
政
術
」
に
含
め
て
賞
賛
し
、
無
限
の
蓄
財
の
た
め
の
商
人
的
な
「
取
財
術
」

を
自
然
に
反
す
る
も
の
、「
善
く
生
き
る
こ
と
」
と
は
無
関
係
の
も
の
と
し
て
、「
政
治
術
」
範
疇
の
中
で
厳
し
く
批
判
し
て
（
５５
）

い
た
。

こ
の
一
方
の
賞
賛
と
他
方
の
非
難
と
は
、
共
同
体
の
自
立
と
自
足
と
い
う
「
善
」（
究
極
目
的
）
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
世
界
観
の
帰
結
で
あ
り
、
倫
理
学
・
家
政
学
・
政
治
学
を
不
可
分
一
体
の
も
の
と
理
解
さ
せ
た
「
善
き
生
き
方
」
を
め
ぐ
る

価
値
判
断
体
系
か
ら
の
一
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
最
も
基
本
的
な
観
点
が
、
ラ
ウ
に
よ
っ
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に
区
分
さ
（
４９
）

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
ラ
ウ
が
「
応
用
国
民
経
済
学
」
と
位
置
づ
け
た
二
つ
の
分
野
は
、
ポ
リ
ツ
ァ
イ
の
な
か
の

経
済
政
策
的
領
域
と
狭
義
の
官
房
学
と
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
ラ
ウ
の
理
論
・
政
策
・
財
政
学
と
い
う
三

部
門
編
成
は
官
房
学
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
経
済
政
策
領
域
以
外
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
は
考
慮
外
に
置
か
れ
、
財
政
学
も

「
国
富
の
理
論
」
の
「
応
用
」
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
の
ご
ま
も
な
く
主
著
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
全
三
巻
に
ま
と
め
ら
れ
た
部
分

は
、
以
上
の
体
系
構
想
の
な
か
の
後
半
部
（「
公
共
経
済
学
、
政
治
経
済
学
」）
に
相
当
す
る
。

右
の
前
半
部
「
市
民
経
済
学
、
私
経
済
学
」
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
い
ま
仮
に
「
獲
得
学
」
と
訳
さ
れ
た
分
野

と
「
家
経
済
学
」
と
の
二
領
域
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
、
ラ
ウ
が
「
物
財
の
獲
得
」
と
「
獲
得
物
の
保
存
お

よ
び
使
用
」
と
を
区
別
し
た
こ
と
に
照
応
し
て
い
る
。
両
者
と
も
に
個
々
の
市
民
に
よ
る
私
経
済
活
動
で
あ
る
が
、「
獲
得
」
す
な

わ
ち
生
産
は
農
工
商
業
の
各
産
業
分
野
で
「
他
財
最
小
犠
牲
」
の
原
理
で
営
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、「
保
存
と
使
用
」
は
、「
は
る
か

に
親
密
で
多
面
的
な
他
者
と
の
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
家�

社�

会�

die
häusliche

G
esellschaft

」
で
お
こ
な
わ
れ
、
そ
こ
で
は
「
家
の
仲

間
全
員
が
共
同
的
に
自
分
た
ち
の
必
要
を
充
足
し
、そ
の
た
め
に
必
要
な
仕
事
を
分
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、財
の
享
受
は
増
大
し
、

財
の
消
費
は
減
少
す
る
」、
と
。
こ
の
よ
う
な
親
密
圏
に
お
け
る
共
同
的
な
「
節
約
」
と
「
分
業
」
の
あ
り
方
の
う
ち
に
、
ラ
ウ
は

―
―
眼
前
の
家
内
工
業
の
発
生
に
も
留
意
し
つ
つ
―
―
「
家
経
済
」
に
固
有
の
「
普
遍
的
な
基
本
的
特
質
」
を
認
め
た
の
で
（
５０
）

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
獲
得
」（
ま
た
は
「
供
給
」）
と
「
使
用
」
と
を
区
別
し
、「
い
っ
た
い
、
家
政
術
の
ほ
か
に
、
家
に
あ
る
も
の
を
使

用
す
る
術
に
は
何
が
あ
る
で
あ
ろ
（
５１
）

う
か
」、
と
述
べ
て
、（「
生
あ
る
所
有
物
」
と
し
て
の
奴
隷
も
含
め
て
）
財
の
「
使
用
」
を
「
オ

イ
コ
ス
」
の
根
本
属
性
と
と
ら
え
た
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、『
官
房
学
概
説
』
に
お
け
る
ラ
ウ
の
右
の

区
分
と
「
家
経
済
」
へ
の
留
意
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
発
想
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
ラ
ウ
が
物
財
の
獲
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感
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
経
済
的
領
域
に
対
す
る
個
々
の
明
敏
な
洞
察
は
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
領
域
が
そ
の
全

体
関
連
の
も
と
で
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
（
５７
）

っ
た
。」
―
―
こ
の
よ
う
な
ラ
ウ
の
歴
史
叙
述
は
、
明
ら
か
に
近
代
主
義
の
立
場
か
ら
の

も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ウ
の
企
図
し
た
「
官
房
学
の
再
編
成
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
「
家
経
済
」
へ
の
言
及
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
―
―
ま
た
と
く
に
そ
の
「
市
民
経
済
学
」
で
はH

ausväterliteratur

か
ら
の
系
譜
を
想
定
さ
せ
る
に
十
分
な
、
き
わ

め
て
多
方
面
の
産
業
技
術
学
的
・
実
用
的
知
識
の
集
成
が
な
お
包
含
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
―
―
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
「
オ
イ
コ

ス
」
の
世
界
へ
の
回
帰
や
伝
統
的
な
目
的
論
的
実
践
哲
学
の
価
値
意
識
の
積
極
的
評
価
と
継
承
を
意
味
す
る
も
の
で
は
す
で
に
な
か

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

三

ラ
ウ
が
最
も
重
視
し
た
基
礎
視
点
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
国
富
の
理
論
」
す
な
わ
ち
国
民
経
済
学
は
、「
経
済
の
普
遍
的
な

も
のdas

A
llgem

eine
der

W
irthschaft

」
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
「
理�

論�

的�

」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
実
践
的
」
諸
命
題
は
普

遍
か
ら
の
「
特
殊
な
応
用
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
（
５８
）

あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
市
民
の
経
済
活
動
の
分
析
を
こ
え
て
、
一
つ
の

「
全
体
」
と
し
て
の
「
シ
ス
テ
ム
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
見
地
で
あ
る
。『
官
房
学
概
説
』
に
し
た
が
え
ば
、「
交
流
す
る
多
く
の
人
々

の
経
済
活
動
を
、
互
い
に
結
び
あ
っ
て
い
る
諸
作
用
の
一
つ
の
全
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
て
、
こ
の
全
体
が
そ
の
諸
部
分
と
も
ど
も
服

し
て
い
る
法
則
を
究
明
す
る
（
５９
）

こ
と
」、
こ
れ
が
避
け
ら
れ
ぬ
課
題
で
あ
る
。
国
民
経
済
学
の
「
学
問
的
全
構
造
の
基
礎
」
と
な
る
べ

き
も
の
、「
経
済
制
度
全
体
の
系
統
概
念Stam

m
begriffe

や
一
般
定
理allgem

eine
Sätze

を
発
展
さ
せ
る
」
よ
う
な
仕
事
は
「
こ

れ
ま
で
は
ま
だ
欠
落
し
て
い
た
。」「
い
ま
や
明
白
で
あ
る
の
は
、
人
々
の
外
的
財
に
対
す
る
関
係
か
ら
直
接
導
き
出
す
こ
と
の
で
き

る
経
済
的
な
目
的
や
規
則
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
経
済
主
体
の
多
様
性
が
影
響
力
を
も
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
そ
の
意
味
で
、「
価
値
の
理
論
」
は
、「
公
共
経
済
学
」
の
中
で
初
め
て
登
場
す
る
よ
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て
自
覚
的
に
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ラ
ウ
に
と
っ
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、「
幸
福
」
や
「
良
き
秩
序
」
は
捨
て
去
ら

れ
る
べ
き
曖
昧
な
観
念
に
す
ぎ
ず
、「
物
財
」
の
獲
得
と
使
用
に
よ
る
「
必
要
の
充
足
」、
そ
の
た
め
の
「
国
富
の
理
論
」
と
そ
の
「
応

用
」
こ
そ
が
傾
注
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
非
難
し
た
「
交
流
に
よ
る
他
者
か
ら
の

獲
得
」
や
「
収
益
の
た
め
の
」
生
産
も
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
す
で
に
な
か
っ
た
。
ラ
ウ
がC

hrem
atistik

の
語
を
当
て
た
の

は
「
政
治
経
済
学
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
す
ば
ら
し
い
、
生
活
に
ま
す
ま
す
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
学
問
、
し
か

し
体
系
的
な
完
成
に
は
ま
だ
足
り
な
い
こ
と
の
（
５６
）

多
い
」学
問
で
あ
っ
て
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
政
治
学
の
中
で
抑
制
の
対
象
と
し
た
、

自
然
に
反
す
る
「
取
財
術
」
す
な
わ
ち
「
貨
殖
論
」
が
、
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
払
拭
さ
れ
て
、
正
面
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
考

察
の
対
象
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
第
一
巻
の
序
論
に
置
か
れ
た
「
政
治
経
済
学
の
歴
史
」
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
と
と
も
に
、「
財
獲
得
を
、
ま
さ
に
い
っ
さ
い
の
国
家
事
項
と
同
じ
よ
う
に
道
徳
的
側
面
か
ら
考
察
し
た
」
ギ
リ
シ

ア
哲
学
の
代
表
者
で
あ
っ
た
。「
か
れ
ら
に
と
っ
て
財
産
は
、
た
だ
高
潔
で
慈
善
心
に
富
ん
だ
生
活
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
尊

重
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
享
楽
追
求
欲
に
由
来
す
る
無
限
の
富
の
追
求
は
不
道
徳
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
本
当
に
必
要
な
外
的
財
は
限
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
、
獲
得

役
務
の
さ
い
に
は
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
心
身
の
形
成
に
与
え
る
と
思
わ
れ
る
影
響
も
同
時
に
考
慮
さ
れ
た
か
ら
、
農
耕
が
、
自
由
で

礼
節
を
知
る
人
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
仕
事
と
み
な
さ
れ
た
。
手
工
業
と
賃
労
働
に
は
、
い
か
が
わ
し
さ
と
他
人
へ
の
恥
ず
べ
き
依

存
と
い
う
観
念
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
商
業
も
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
財
に
か
ん
が
み
て
有
用
と
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
暴

利
を
む
さ
ぼ
る
獲
得
術
の
中
に
算
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
貨
幣
の
性
質
に
つ
い
て
は
正
し
い
見
方
が
あ
っ
た
が
、
資
本
の
本
質
は
予
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初
に
国
民
経
済
の
全
理
論
、
生
産
、
分
配
お
よ
び
消
費
の
関
係
が
、
わ
れ
わ
れ
の
面
前
に
公
開
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
（
６２
）

な
い
」、

と
。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
れ
ば
、「
営
業
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
も
「
財
政
学
」
も
「
国
民
経
済
学
の
基
礎
論
の
応
用
」
で
あ
り
、
と
く

に
国
家
予
算
の
限
界
づ
け
や
財
政
規
律
を
論
じ
る
「
財
政
学
」
の
水
準
は
「
国
民
経
済
学
」
の
進
歩
に
依
存
す
る
か
ら
、「
ス
ミ
ス

が
後
者
に
お
い
て
作
用
を
及
ぼ
し
は
じ
め
て
以
来
、
よ
う
や
く
前
者
が
本
当
の
学
問
的
な
形
態
を
獲
得
し
た
」
と
考
え
ら
（
６３
）

れ
た
。

こ
う
し
て
、
そ
の
「
官
房
学
の
再
編
成
」
構
想
と
体
系
区
分
と
を
も
と
に
、
と
く
に
そ
の
「
公
共
経
済
学
」
に
相
当
す
る
部
分
と

し
て
成
立
し
た
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
は
、
ま
ず
一
般
理
論
（
第
一
巻
）
と
、
具
体
的
な
時
代
・
空
間
に
規
定
さ
れ
た
現
実
政
治

的
・
政
策
学
的
分
野
（
第
二
巻
）
と
に
区
別
さ
れ
、
後
者
に
は
「
現
存
す
る
国
家
諸
制
度
を
絶
え
ず
考
慮
し
た
国
民
経
済
育
成
の
諸

（
６４
）

原
理
」
と
い
う
表
題
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
ラ
ウ
は
国
民
と
政
府
と
の
二
元
論
に
立
ち
、
政
府
の
任
務
を
「
国�

民�

の�

経�

済�

的�

諸�

目�

的�

の�

助�

成�

」
と
「
政�

府�

自�

体�

の�

必�

要�

の�

充�

足�

」＝

「
政�

府�

経�

済�

（
財�

政�

）」
と
に
分
け
た
（
６５
）

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
区
分
に
よ
っ

て
、
理
論
・
政
策
・
財
政
学
の
三
分
割
法
が
帰
結
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
理
論
篇
の
序
論
に
お
い
て
、
国
民
経
済
が
、
諸
個
人
の

「
活
動
の
一
つ
の
全
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
の
性
質
が
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
第
三
版
（
一
八
三
七
年
）
に
し

た
が
え
ば
、
一
、
人
々
の
経
済
活
動
の
「
動
機
は
、
最
小
の
苦
痛
と
最
小
の
財
産
消
費
で
必
要
を
充
足
し
、
さ
ら
に
そ
れ
以
上
の
財

享
受
を
獲
得
す
る
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。」
二
、「
人
々
が
経
済
的
な
仕
事
を
分
か
ち
あ
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
成
果
を

互
い
に
交
換
す
れ
ば
」、
よ
り
た
や
す
く
右
の
目
標
を
達
成
で
き
る
。
三
、
そ
の
よ
う
な
各
人
の
給
付
・
反
対
給
付
の
関
係
に
よ
っ

て
、「
人
は
み
な
他
人
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
依
存
は
か
れ
を
社
交
的
生
活
に
つ
な
ぎ
止
め
、
か
れ
が
物
財
に
よ
っ
て
達

成
で
き
る
い
っ
さ
い
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
の
を
非
常
に
容
易
に
す
る
。
人
間
社
会
を
一
つ
に
結
び
つ
け
る
の
に
貢
献
す
る
こ
の
絆

は
、
抑
え
ら
れ
な
い
自
己
愛
の
動
機
に
発
す
る
か
ら
非
常
に
確
固
と
し
て
い
る
。」
四
、「
人
は
他
人
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
労
働
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う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
純
粋
国
民
経
済
学
」
を
構
成
す
る
基
礎
的
要
因
と
し
て
、
経
済
学
全
体
の
「
入
り
口
で
ま
ず
説

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
の
は
、「
人
々
が
、
全
般
的
に
は
か
な
り
正
し
く
、
し
か
し
概
念
よ
り
も
む
し
ろ
漠
然
と
し
た
感

情
に
従
っ
て
行
動
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
よ
う
な
事
柄
を
、
学
問
的
に
整
序
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
諸
個
人
の
経
済
的
諸
関
係
を

評
価
す
る
さ
い
に
も
た
ち
ま
ち
そ
れ
〔
価
値
の
理
論
〕
に
も
と
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
し
た
が
っ
て
、「
私
経
済
学
と

公
共
経
済
学
は
と
も
に
そ
れ
に
立
ち
返
り
、
普
遍
的
な
も
の
を
市
民
の
、
国
民
の
、
政
府
の
経
済
問
題
に
応
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
６０
）

い
」
、
と
。

右
の
二
種
類
の
「
特
殊
経
済
学
」
が
不
断
に
立
ち
返
る
べ
き
基
本
原
理
を
扱
う
と
さ
れ
た
の
が
「
一
般
経
済
学
」
で
あ
り
、
そ
の

内
容
を
『
講
義
要
目
』
の
第
二
一
〜
三
六
項
で
確
認
す
る
と
、「
人
間
と
諸
対
象
と
の
関
係
」
か
ら
始
ま
り
、
必
要
の
発
生
原
因
、

外
的
財
の
制
約
、
必
要
充
足
手
段
と
し
て
の
富
（
財
産
）、
自
然
に
対
す
る
人
間
活
動
の
種
類
、
法
律
と
道
徳
律
の
支
配
、
財
の
比

較
、
価
値
、
価
格
、
使
用
、
生
産
、
収
入
と
支
出
、
経
済
活
動
・
経
済
規
則
の
分
類
、
経
済
の
目
標
、
そ
し
て
経
済
的
状
態
の
分
類

ま
で
、
順
次
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
人
間
と
物
財
の
必
要
性
と
の
関
係
を
普
遍
的
経
済
原
理
の
起
点
に
置
い
た
、
す
ぐ

れ
て
即
物
的
な
「
経
済
」
像
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
「
経
済
の
目
標
」（
第
三
五
項
）
と
さ
れ
た
も
の
も
、「
一
、
必
要
の
完
全
な
充

足
、
潤
沢
な
消
費
。
二
、
獲
得
の
確
実
な
持
続
。
三
、
必
要
が
増
大
し
た
ば
あ
い
は
、
ａ
・
獲
得
の
増
加
、
ま
た
は
ｂ
・
超
節
約
。」

に
ほ
か
な
ら
な
か
（
６１
）

っ
た
。
ラ
ウ
の
企
図
し
た
「
経
済
学
体
系
」
は
、
こ
う
し
て
擬
似
自
然
法
則
的
な
「
普
遍
」
と
そ
の
「
応
用
」
と

い
う
発
想
で
構
成
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
公
共
経
済
学
」
の
分
野
に
つ
い
て
も
「
純
粋
」
と
「
応
用
（
実
践
）」
に
区
分
さ
れ
る
。「
国

民
経
済
学
の
中
に
い
わ
ゆ
る
営
業
ポ
リ
ツ
ァ
イ
（
国
民
経
済
育
成
）
か
ら
の
実
践
的
諸
命
題
を
た
だ
ち
に
織
り
込
む
や
り
方
」
を
批

判
し
て
言
う
、「
わ
れ
わ
れ
が
あ
れ
や
こ
れ
や
の
障
害
物
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
判
断
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
最
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れ
ば
、
か�

れ�

に�

は�

哲�

学�

的�

エ�

レ�

ガ�

ン�

ス�

が�

欠�

け�

て�

い�

る�
（
６９
）

」、
と
わ
ざ
わ
ざ
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
で
強
い
不
満
を
あ
ら
わ
し
た
点
に
も
つ
う

じ
る
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
右
の
よ
う
な
六
点
に
（
あ
ま
り
に
も
簡
潔
に
）
整
理
さ
れ
た
古
典
的
な
交
換
社
会
像
に
は
、
ラ
ウ
自
身

も
含
め
て
す
で
に
内
外
の
何
人
も
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
抽
出
さ
れ
て
い
た
先
進
的
な
商
業
社
会
と
し
て
の
市
民
社
会
の

イ
メ
ー
ジ
と
論
理
と
が
、
深
く
投
影
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
（
７０
）

れ
る
。『
講
義
要
目
』
の
第
二
二
二
項
は
「
ス
ミ
ス
の
体
系
」
に
あ

て
ら
れ
、「
富
の
源
泉
お
よ
び
価
値
の
尺
度
と
し
て
の
労
働
。
分
業
お
よ
び
資
本
の
利
用
の
影
響
力
。
土
地
労
働
、
製
造
労
働
お
よ

び
商
業
の
同
等
な
重
要
性
。
政
府
の
消
極
的
な
（
７１
）

活
動
。」
と
い
う
そ
こ
で
の
要
約
に
、
ラ
ウ
の
ス
ミ
ス
理
解
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
す
で
に
触
れ
た
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
第
一
巻
・
序
論
中
の
「
政
治
経
済
学
の
歴
史
」
の
章
で
も
、
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
め
、
重
商
主
義
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
づ
け
て
「
ス
ミ
ス
の
体
系
」
を
右
と
同
趣
旨
で
解
説
し

て
い
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
す
で
に
歴
史
叙
述
の
対
象
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ウ
は
、
た
し
か
に
ス
ミ
ス
の
論
理
を
理
解
し
た

が
、
そ
の
理
解
は
、
基
本
的
に
人
間＝
物
財
関
係
と
い
う
、
即
物
的
・
機
能
主
義
的
フ
レ
ー
ム
の
中
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
ス
ミ
ス
は
、『
道
徳
感
情
論
』
の
改
訂
作
業
も
進
め
な
が
ら
、『
国
富
論
』
を
広
義
の
「
法

学jurisprudence

」（
公
法
、
家
族
法
、
私
法
、
生
活
行
政police

、
公
収
入
、
軍
備
、
国
際
法
を
含
む
）
の
一
部
と
し
て
書
き
、

し
か
も
そ
の
「
自
然
的
自
由
の
体
系
」
の
立�

場�

か
ら
、
法
と
統
治
の
一
般
理
論
を
公
刊
す
る
こ
と
を
終
生
断
念
し
な
か
（
７２
）

っ
た
。
ラ
ウ

に
お
け
る
「
特
殊
」
に
対
す
る
「
一
般
」
経
済
学
や
「
応
用
」
に
対
す
る
「
純
粋
」
国
民
経
済
学
と
い
う
客
観
主
義
的
発
想
が
、
ス

ミ
ス
や
古
典
学
派
に
お
け
る
生
き
た
人
間
像
を
削
ぎ
落
と
し
、
か
え
っ
て
著
し
く
個
人
主
義
的
な
必
要
充
足
の
物
的
世
界
を
帰
結
し

た
の
は
、
必
然
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
純
粋
」
論
理
は
、
当
然
（
ま
た
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の

大
学
に
お
け
る
学
科
目
と
し
て
は
）、
実
践
的
諸
部
分
の
記
述
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

―２６０（２９）―
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に
対
し
て
は
報
酬
を
得
ら
れ
な
い
し
、
人
は
み
な
最
も
豊
か
で
確
実
な
報
酬
を
も
た
ら
す
仕
事
を
選
ぶ
こ
と
を
心
に
か
け
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
、
各
人
全
員
の
利
己
的
な
意
図
か
ら
生
ま
れ
る
複
合
作
用
が
、
国
民
の
必
要
を
大
部
分
み
た
す
結
果
と
な
る
と
い
う
こ
と

が
生
じ
る
。」
五
、「
そ
の
個
人
の
手
に
入
る
利
益
は
、
た
い
て
い
、
社
会
に
対
す
る
か
れ
の
給
付
の
大
き
さ
と
と
も
に
増
減
す

る
。」
六
、「
相
互
的
給
付
に
よ
る
結
び
つ
き
を
、
交�

流�

V
erkehr

と
呼
ぶ
。
国
民
経
済
は
、
た
と
え
ば
交
換
、
貸
借
な
ど
、
交
流
を

つ
う
じ
て
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
（
６６
）

れ
る
。」
―
―
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
「
国
民
経
済
」
は
、
因
果
関
係
で
説
明
さ
れ
る
人
間
関
係

の
法
則
性
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
「
人
々
」
は
、
著
し
く
抽
象
化
さ
れ
た
「
利
己
的
」
な
諸
個
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
原
因
」
が
複
合
し
て
い
る
し
、
例
外
を
許
容
す
る
「
規�

則�

R
egeln

」
と
し
て
の
み
表
れ
る
の
だ
と
注
意

を
喚
起
し
つ
つ
、
思
考
モ
デ
ル
と
し
て
は
「
単�

純�

な�

法�

則�

einfache
G

esetze

」
が
、「
自
然
科
学
の
法
則
の
よ
う
に
数
学
的
形
式
の

表
現
に
よ
っ
て
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
し
て
ラ
ウ
の
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
（
６７
）

あ
る
。

こ
う
し
て
ラ
ウ
は
、
た
と
え
ば
す
で
に
上
記
の
『
講
義
要
目
』
の
中
の
「
公
共
経
済
学
」
の
冒
頭
に
ス
ミ
ス
、
セ
ー
、
シ
ス
モ
ン

デ
ィ
、
リ
カ
ー
ド
、
お
よ
び
ロ
ッ
ツ
の
著
書
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
だ
っ
て
一

八
一
九
―
一
八
二
〇
年
に
、
セ
ー
に
依
拠
し
た
シ
ュ
ト
ル
ヒ(H

einrich
Friedrich

von
Storch)

の
大
著C

ours
déconom

ie
poli-

tique,
6

vols.,
St.

Petersburg
1815.

を
み
ず
か
ら
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
て
編
集
・
出
版
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
と
し
て

は
比
較
的
早
く
か
ら
英
仏
の
古
典
派
経
済
学
を
受
容
し
、
論
理
性
を
重
視
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
方
法
論
的
態
度
は
、
実
際
に
は
定
義
づ
け
と
分
類
と
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
分
析
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
叙
述
的
で
列
挙
主
義

的
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
、
キ
ー
ス
・
ト
ラ
イ
ブ
は
、「
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
と
は
異
な
り
、
か
れ
は
一
貫
し
て
、
あ
る
立
場
を
と

る
と
い
う
こ
と
を
回
避
（
６８
）

し
た
」、
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
ラ
ウ
を
評
し
て
、「
し
か
し
全
体
と
し
て
み

―２６１（２８）―
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り
国
家
生
活
に
か
ん
す
る
諸
学
問
の
領
域
で
は
、
国
民
経
済
学
は
当
然
そ
こ
に
組
み
入
れ
ら
（
７４
）

れ
る
。」

ち
な
み
に
右
と
同
じ
箇
所
を
、
第
七
版
（
一
八
六
三
年
）
で
確
認
す
る
と
、﹇
Ａ
﹈
の
部
分
で
は
、
国
家
行
政
の
諸
分
野
（
司
法

・
ポ
リ
ツ
ァ
イ
・
教
育
・
国
防
（
軍
事
）・
外
交
）
を
列
記
し
た
あ
と
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
般
に
国
家
権
力
が
ど

の
よ
う
な
目
的
を
追
求
し
、
そ
の
た
め
に
ど
の
程
度
ま
で
作
用
し
、
何
を
諸
個
人
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
か
、
こ
れ
は
、
歴
史
的
方
法
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
哲
学
的
考
察
に
よ
っ
て
の
み
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
類
お
よ
び
国
家
の
理
性
使
命
に
立
ち
帰
り
、
そ
こ

か
ら
国
家
諸
目
的
の
体
系
を
導
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
家
は
内
外
の
妨
害
に
対
し
て
全
体
お
よ
び
諸
個
人

の
安�

全�

（
保
護
）
を
確
保
し
、
全
面
的
な
教�

養�

を
助
成
し
、
物�

財�

の�

供�

給�

を
目
指
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う

し
た
展
開
は
、
国�

家�

学�

ま
た
は
政�

治�

学�

Politik

の
領
域
に
、
し
か
も
そ
の
哲
学
的
ま
た
は
理
念
的
部
分
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
部
分
は
、
全
国
家
生
活
の
た
め
の
最
高
の
実
践
的
諸
法
則
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
私
生
活
の
た
め
の
倫
理

的
立
法
の
学
問
（
徳
論
と
法
論
、
倫
理
学E

thik

）
と
と
も
に
同
じ
源
泉
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
（
７５
）

あ
る
。」（
な
お
、﹇
Ｂ
﹈
の
部
分
の

主
旨
は
第
三
版
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。）

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
ウ
は
、
晩
年
に
至
っ
て
も
な
お
、
一
般
国
法
学
な
い
し
は
哲
学
的
国
家
学
（
狭
義
の
国
家
学
）、

国
家
行
政
学
、
国
民
経
済
学
、
以
上
の
全
体
を
包
括
す
る
「
広
義
の
国
家
諸
科
学
」
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
哲
学
的

国
家
学
と
倫
理
学
と
の
同
根
性
へ
の
目
配
り
さ
え
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
第
三
版
と
同
様
に
第
七
版
に
お
い
て
も
、
右
の
﹇
Ｂ
﹈
に

つ
づ
け
て
、
政
治
経
済
学
に
お
け
る
「
営
業
術G

ew
erbskunde

（
鉱
山
学
、
農
学
、
林
学
、
技
術
学
お
よ
び
商
学
）」
の
有
用
性
を

指
摘
し
、
実
際
の
諸
国
家
に
か
ん
す
る
知
識
の
提
供
源
と
し
て
「
国�

家�

史�

Staatengeschichte

」
と
「
国�

勢�

学�

Staatenkunde
(Stati-

stik)

」
の
意
義
も
強
調
し
、
さ
ら
に
国
家
行
政
官
吏
・
市
民
・
職
業
人
に
と
っ
て
の
政
治
経
済
学
的
知
識
の
不
可
欠
性
に
言
及
し
て

―２５８（３１）―
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四

ラ
ウ
が
そ
の
基
礎
フ
レ
ー
ム
を
提
示
し
た
「
一
般
経
済
学
」
に
つ
い
て
は
、『
講
義
要
目
』
で
は
、
外
国
文
献
で
は
な
く
ド

イ
ツ
の
官
房
学
系
の
文
献
三
点(F.

L
.

W
alther,

J.
A

.
V

öllinger,
P.

E
.

K
lipstein)

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
へ
の
接
近
は

他
日
を
期
す
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ラ
ウ
の
「
経
済
学
」
と
ド
イ
ツ
国
家
学
と
の
関
係
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。『
教
科
書
』
第
一
巻
・
序
論
中
の
「
政
治
経
済
学
の
外
的
諸
関
係
」
に
か
ん
す
る
ラ
ウ
自
身
の
説
明
を
み
る
と
、
第
三
版
で
は

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

﹇
Ａ
﹈
「
国
民
経
済
育
成
お
よ
び
政
府
経
済
は
、
国
家
行
政
の
諸
分
野
、
す
な
わ
ち
国
家
諸
目
的
の
達
成
の
た
め
の
政
府
に
由
来
す

る
活
動
の
諸
分
野
に
属
す
る
。
こ
の
諸
目
的
は
、
国
家
が
理
性
の
言
葉
に
従
っ
て
有
す
る
最
高
の
使
命
か
ら
導
き
出
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
学
の
中
に
あ
っ
て
、
国
家
の
理
念
を
打
ち
立
て
、
ま
た
、
国
家
の
根
本
状
態
と
政
府
活
動
の
諸
方
向
と

が
生
ま
れ
る
元
と
な
る
部
分
（
一�

般�

国�

法�

学�

allgem
eine

Staatsrecht

、
理�

念�

的�

ま
た
は
哲�

学�

的�

国�

家�

学�

ideale
oder

philosophische

Staatsw
issenschaft

）、
こ
れ
が
、
す
べ
て
の
行
政
分
野
の
た
め
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
分
野
の
た
め
で
も
あ

る
一
般
的
な
実
践
的
教
義
が
流
れ
出
る
源
泉
で
（
７３
）

あ
る
。」

﹇
Ｂ
﹈
「
政
治
経
済
学
の
実
践
的
部
分
は
、
国
家
学
的
諸
原
理
と
国
民
経
済
学
の
諸
命
題
と
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
る
。
前
者
は
、
政

府
が
め
ざ
す
べ
き
諸
目
的
を
提
供
し
、
後
者
は
、
そ
の
た
め
の
役
に
た
つ
最
善
の
手
段
の
選
択
を
指
導
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
経
済

的
政
治
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
主
流
思
想
に
従
え
ば
、
国
家
学
の
一
部
で
あ
る
国
家
行
政
学
の
中
に
も
、
ま
た
と
り
わ
け
国
家
政
策

術Staatsklugheitslehre

（
政
治
学Politik

）
の
中
に
、
位
置
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
も
し
国
家
学
の
範
囲
を
、
理
性
の
命

令
に
従
っ
て
諸
国
家
を
完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
か
ん
す
る
諸
命
題
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
国
民
経
済
学
は
国
家
学
の
一
部
分
で

は
な
い
、
―
―
国
家
学
の
最
重
要
の
補
助
学
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。」〔
こ
の
最
後
に
注
を
付
け
て
、〕「
広
義
の
国
家
諸
科
学
、
つ
ま

―２５９（３０）―
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夏
学
期
は
経
済
学
と
農
学
、
冬
学
期
は
主
に
財
政
学
（
副
次
的
に
商
学
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
）
を
講
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
八
四
五
年
に

モ
ー
ル
が
政
治
的
事
件
で
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
を
辞
職
し
た
と
き
、
バ
ー
デ
ン
内
務
省
と
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
大
学
当
局
が
た
だ

ち
に
モ
ー
ル
獲
得
に
動
い
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
国
家
学
エ
リ
ア
が
実
学
的
官
房
学
に
か
た
よ
り
、
政
治
学
的
・
公
法
学
的

分
野
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
弱
点
を
重
々
自
覚
し
て
い
た
か
ら
で
あ
（
７９
）

っ
た
。
ラ
ウ
は
、
理
性
主
義
的
に
、「
哲
学
的
国
家
学
」
の

存
在
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
安
全
」
と
「
教
養
」
と
「
物
財
の
供
給
」
と
い
う
実
践
的
課
題
を
引
き
出
し
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
最
後
の
も
の
が
専
一
的
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
「
経
済
学
」
の
、
客
観
主
義
的
自
立
化
の
歩
み
が
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
倫
理＝

政
治
学
の
没
落
と
解
体
―
―
そ
れ
は
「
経
済
学
」
の
自
立
化
の
み
な
ら
ず
「
法
学
」
の
自
立
化
と
優
位
化
と
し
て

も
あ
ら
わ
れ
た
―
―
と
並
行
し
て
、
以
後
進
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
た
と
え
ば
「
客
観
的
」
使
用
価
値
（「
種
類

価
値G

attungsw
erth

」）
論
の
開
拓
に
み
ら
れ
る
よ
（
８０
）

う
に
、
た
し
か
に
ド
イ
ツ
に
固
有
の
経
済
理
論
的
諸
発
展
へ
の
道
を
用
意
す
る

こ
と
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
「
哲
学
的
国
家
学
」
の
不
在
を
お
ぎ
な
え
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
モ
ー
ル
の
ば
あ

い
に
は
、
ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
初
期
立
憲
体
制
の
も
と
で
み
ず
か
ら
開
拓
し
た
実
定
的
国
法
学
を
、
理
性
主
義
的
な
「
哲
学
的
国
法

学
」
で
基
礎
づ
け
る
観
点
を
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
た
。
ラ
ウ
は
『
講
義
要
目
』
の
中
の
「
国
民
経
済
育
成
」
の
序
論
の
冒
頭
で
、

「
政
府
の
介
入
の
不
可
欠
性
」と
し
て
、「
一
、
国
家
の
諸
目
的
が
関
与
し
て
い
る
ば
あ
い
、
二
、
諸
個
人
の
活
動
が
不
十
分
で
あ
り
、

あ
る
特
定
の
成
果
の
た
め
に
全
体
に
よ
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
ば
あ
い
」（
第
二
五
四
項
）
と
規
定
し
、「
国
民
経
済
育
成
の
一
般
的

諸
目
的
」
と
し
て
、「
一
、
技
能
の
勤
勉
と
資
本
と
に
も
と
づ
い
た
、
拡
大
し
持
続
す
る
生
産
、
二
、
営
業
制
度
の
安
定
、
三
、
所

得
の
良
き
分
配
、
四
、
目
的
に
か
な
っ
た
消
費
、
五
、
貧
民
の
少
な
い
こ
と
、
―
―
か
れ
ら
の
支
援
」（
第
二
五
（
８１
）

六
項
）
を
列
挙
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
諸
項
目
は
、
臣
民
の
経
済
的
福
祉
へ
の
国
家
の
配
慮
と
い
う
伝
統
的
・
官
房
学
的
観
念
の
「
国
民
経
済
学
的
」
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（
７６
）

い
る
。
ラ
ウ
が
、
官
房
学
の
経
済
学
的
再
編
を
遂
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
国
家
学
体
系
へ
の
視
野
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
西
欧
諸
国
に
対
比
し
て
の
ド
イ
ツ
の
学
問
的
「
保
守
性
」（
家
政
学
と
公
法
学
と
を
含
む
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
的
実
践
哲
学
の
継
続
性
、
そ
し
て
国
民
経
済
学
に
お
け
る
官
房
学
的
諸
傾
向
の
長
期
に
わ
た
る
存
続
）
に
か
ん
す
る
ハ
ン

ス
・
マ
イ
ア
ー
の
（
７７
）

指
摘
を
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
ウ
の
ば
あ
い
に
は
、
既
述
の
と
お
り
、
と
く
に
「
国
民
経
済
育

成
」＝

「
経
済
的
政
治
」（
経
済
政
策
）
に
は
国
家
学
的
・
行
政
学
的
要
素
が
流
れ
込
ん
で
い
る
の
だ
と
十
分
自
覚
さ
れ
て
い
た
し
、

「
政
府
経
済
」＝
「
財
政
学
」
に
つ
い
て
は
、
旧
い
狭
義
の
官
房
学
か
ら
の
国
民
経
済
学
的
発
展
と
し
て
だ
け
で
な
く
、『
官
房
学
概

説
』
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
財
政
学
と
「
哲
学
的
な
純
粋
国
家
学
（
自
然
法
的
国
法
学natürliches

Staatsrecht

）
と
の

幾
重
も
の
関
係
」（
と
く
に
「
国
家
の
理
性
使
命
か
ら
政
府
と
臣
民
の
双
方
の
権
利
と
義
務
が
導
き
出
さ
れ
る
」
こ
と
に
よ
る
課
税

の
権
利
と
そ
の
使
途
の
義
務
（
７８
）

づ
け
）
に
対
す
る
顧
慮
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
う
し
た
国
家
学
的
視
野
の
維
持
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
哲
学
的
エ
レ
ガ
ン
ス
」
の
欠
如
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、「
人
類
お

よ
び
国
家
の
理
性
使
命
に
立
ち
帰
り
、
そ
こ
か
ら
国
家
諸
目
的
の
体
系
を
導
き
出
」
す
と
い
う
「
哲
学
的
国
家
学
」
の
営
為
に
、
ラ

ウ
自
身
は
つ
い
に
踏
み
込
ま
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
広
義
の
官
房
学
と
国
家
学
と
の
根

本
枠
は
、
な
お
解
体
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
「
国
家
学
ま
た
は
政
治
学
」
の
本
来
的
一
体
性
を
支
え
て
い
た
価
値
実

体
的
な
目
的
論
的
原
理
の
追
求
・
彫
琢
の
仕
事
が
他
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
く
手
は
実
証
主

義
へ
の
小
径
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
講
義
要
項
を
調
査
し
た
フ
ォ
ル
カ
ー
・
ヘ
ン
チ
ェ
ル
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ラ
ウ
は
、
初
め
の
十
年
間
は
総

合
国
家
学
的
な
百
科
全
書
的
諸
講
義
を
不
規
則
的
な
が
ら
展
開
し
た
が
、
そ
れ
以
降
は
一
八
七
〇
年
に
没
す
る
ま
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
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五

ラ
ウ
の
貧
困
論
・
救
貧
制
度
論

一

ラ
ウ
の
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
は
、
理
論
篇
で
は
、
重
商
主
義
―
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
シ
ー
―
ス
ミ
ス
と
い
う
発
展
史
の
展
望

の
う
え
に
立
っ
て
、
客
観
的
使
用
価
値
論
の
観
点
か
ら
財
の
生
産
（
労
働
／
土
地
／
資
本
）・
分
配
（
価
格
／
賃
金
／
地
代
／
利
子

／
利
潤
／
貨
幣
と
信
用
）・
消
費
を
論
じ
、
こ
れ
に
農
・
工
・
商
業
・
交
通
な
ど
に
か
ん
す
る
膨
大
な
政
策
論
が
付
加
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
社
会
問
題
認
識
と
い
う
点
で
は
、
分
配
政
策
論
の
末
尾
で
救
貧
制
度
に
一
章
を
あ
て
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、

貧
困
分
析
も
版
を
追
う
ご
と
に
拡
充
さ
れ
た
の
だ
が
、
結
局
国
家
介
入
に
は
慎
重
な
姿
勢
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
。

ま
ず
第
一
巻
・
経
済
理
論
篇
の
中
の
賃
金
論
に
お
い
て
、
ラ
ウ
は
、
雇
主
が
労
働
者
に
支
払
う
契
約
賃
金
を
「
労
働
の
価
格
」
と

と
ら
え
、
そ
れ
は
、
交
換
さ
れ
る
財
一
般
の
「
価
格
」
の
決
定
要
因
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
価�

値�

」、「
費�

用�

」、
お
よ
び
「
同�

時�

売�

り�

込�

み�

M
itw

erben

な
い
し
競
争
」
の
三
要
因
に
依
存
す
る
と
み
な
し
て
（
８５
）

い
る
。
以
下
、
主
に
第
七
版
（
一
八
六
三
年
）
の
叙
述
に

し
た
が
え
ば
、
第
一
に
、「
あ
る
労
働
が
雇
主
に
と
っ
て
有
し
て
い
る
価�

値�

」
は
、「
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
目
的
に
応
じ
て
決
定
さ
れ

る
」の
で
あ
り
、
個
々
の
労
働
給
付
の
「
勤
勉
さ
、
技
能
、
強
度
な
ど
」
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
（
８６
）

れ
る
。
第
二
に
、
労
働
者
に
賃
金
と

し
て
支
払
わ
れ
る
「
費
用
」
は
、
単
純
労
働
で
は
家
族
扶
養
費
を
含
む
「
生�

計�

費�

U
nterhaltsbedarf

」
に
等
し
く
、
技
能
労
働
の

ば
あ
い
に
は
技
能
習
得
費
用
分
が
上
乗
せ
さ
（
８７
）

れ
る
。
賃
金
が
一
家
族
の
必
要
水
準
に
達
し
な
い
ば
あ
い
に
は
、「
労
働
者
数
は
、
ま

も
な
く
困
窮
、
未
婚
お
よ
び
国
外
移
住
に
よ
っ
て
減
少
せ
ざ
る
を
え
な
い
。」
逆
に
、
十
分
な
賃
金
は
労
働
者
の
生
活
水
準
を
引
き

上
げ
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
労
働
者
は
「
晩
婚
化
、
他
の
仕
事
へ
の
移
動
や
場
所
替
え
な
ど
」
を
試
み
る
が
、
状
況
が
悪
い
ば
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再
定
義
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
「
国
家
の
諸
目
的
」
と
そ
の
基
礎
を
な
す
べ
き
新
時
代
の
人
間
像
と

を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
語
り
う
る
た
め
に
は
、「
国
民
経
済
学
」
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
も
し
ロ

ッ
シ
ャ
ー
も
そ
う
し
た
側
面
を
直
感
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
の
学
問
的
背
景
を
な
し
た
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
と
ラ
イ
プ
ツ

ィ
ヒ
と
に
お
け
る
国
家
学
的
諸
（
８２
）

伝
統
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
浮
か
ば
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
、
そ
の
師
ラ
ウ
に
お

け
る
「
国
家
論
」
の
欠
如
を
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
、
結
局
は
同
じ
原
因
に
由
来
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。と

も
あ
れ
、
ラ
ウ
の
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
は
、
一
般
理
論
に
経
験
論
的
な
特
殊
各
論
を
付
加
す
る
発
想
に
よ
っ
て
、
そ
の
改

訂
諸
版
で
は
付
加
ペ
ー
ジ
数
を
次
々
と
累
増
さ
せ
た
（
著
者
に
よ
る
最
終
版
は
、B

d.
1,

8.
A

ufl.
1869;

B
d.

2,
5.

A
ufl.

1862-63;

B
d.

3,
5.

A
ufl.

1864-65.

）。
ラ
ウ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
理
論
・
政
策
・
財
政
学
の
三
分
割
法
は
、
こ
う
し
て
、
十
八
世
紀
の

「
倫
理
的
に
固
定
さ
れ
実
用
性
に
留
意
し
た
国
家
経
済＝

国
家
政
策
学Staatsw

irtschafts-
und

Staatsklugheitslehre

の
伝
統
の
道

と
、
一
八
〇
〇
―
二
〇
年
ご
ろ
に
ド
イ
ツ
で
定
着
し
た
、
ス
ミ
ス
や
リ
カ
ー
ド
に
倣
っ
た
外
国
の
理
論
的
経
済
学
と
の
交
（
８３
）

わ
り
」
を

象
徴
し
て
い
た
。
こ
の
三
分
割
法
は
、
ま
も
な
く
諸
大
学
に
普
及
し
て
ド
イ
ツ
に
固
有
の
学
問
的
伝
統
と
な
り
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
も
、

と
り
わ
け
政
治
経
済
学
の
根
本
原
理
を
重
視
す
る
立
場
―
―
そ
れ
は
、
歴
史
研
究
を
本
領
と
し
た
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
「
社
会
科
学
」
的

新
志
向
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
―
―
を
堅
持
し
て
、
師
ラ
ウ
の
三
分
割
法
を
積
極
的
に
踏
襲
し
、
新
た
に
ロ
ー
ト
ベ
ル
ト
ゥ
ス
か
ら

学
ん
だ
経
済
（
理
論
）
と
法
制
度
（
政
策
お
よ
び
歴
史
）
と
の
区
別
の
観
点
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
補
強
し
た
の
で
あ
（
８４
）

っ
た
。

し
か
し
当
面
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
ラ
ウ
の
近
代
社
会
像
を
、
そ
の
「
貧
困
」
認
識
の
う
ち
に
探
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ぎ
れ
も
な
く
教
科
書
風
の
価
値
中
立
的
な
装
い
を
感
じ
さ
せ
る
。

二

一
方
、
第
二
巻
・
経
済
政
策
篇
を
生
産
助
成
論
・
分
配
助
成
論
・
消
費
対
策
論
の
三
部
で
編
成
し
、
分
配
助
成
論
の
末
尾
に

救
貧
制
度
論
を
置
い
た
の
は
、
初
版
（
一
八
二
八
年
）
以
来
一
貫
し
た
構
成
で
あ
る
が
、
そ
の
救
貧
制
度
論
に
お
い
て
、
ラ
ウ
は
貧

困
を
、
本
人
の
責
任
に
帰
す
べ
き
も
の
と
不
可
抗
力
的
な
外
的
要
因
に
よ
る
も
の
と
に
分
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
因
に
よ
る
労
働
の

「
需
給
関
係
の
変
動
」
に
注
目
し
て
い
た
。
以
下
、
第
五
版
（
一
八
六
三
年
）
に
し
た
が
え
ば
、
貧
困
の
不
可
抗
力
的
原
因
は
、「
労�

働�

収�

入�

の�

欠�

如�

」
と
「
支�

出�

の�

増�

大�

」（
疾
病
・
死
亡
・
火
災
・
戦
災
な
ど
の
諸
事
故
）
と
で
あ
り
、「
労
働
収
入
の
欠
如
」
は
さ
ら

に
、
疾
病
・
障
害
に
よ
る
、
ま
た
児
童
や
老
人
に
お
け
る
「
就�

業�

不�

能�

」
と
、「
外�

的�

状�

況�

」
す
な
わ
ち
、
手
工
業
親
方
の
ば
あ
い

の
販
売
不
振
、
労
働
者
の
場
合
の
雇
用
不
足
と
賃
金
低
下
、
に
分
類
さ
れ
た
。
こ
の
「
外
的
状
況
」
を
左
右
す
る
の
は
労
働
の
需
給

関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
急
激
な
人
口
増
加
、
国
内
の
資
本
の
減
少
に
よ
る
労
働
需
要
の
減
退
、
諸
商
品
の
売
れ
ゆ
き
の
変
動
、
機
械

の
導
入
に
よ
る
一
部
労
働
者
の
失
業
、
輸
出
の
遮
断
に
よ
る
労
働
者
の
遊
休
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
影

響
を
受
け
る
の
で
（
９１
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
本�

人�

の�

責�

任�

に�

帰�

す�

べ�

き�

貧�

困�

」
は
、「
過
度
な
不
要
支
出
の
習
慣
」（
飲
酒
・
賭
け

事
）
と
「
怠
惰
」
と
に
起
因
し
、
ラ
ウ
は
こ
れ
を
、
学
校
・
教
会
・
自
治
体
当
局
・
雇
主
な
ど
の
継
続
的
努
力
に
よ
っ
て
次
第
に
減

少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
（
９２
）

え
た
。

貧
困
の
背
景
に
か
ん
す
る
こ
の
よ
う
な
分
類
学
的
分
析
に
も
と
づ
い
て
、
一
国
内
の
貧
民
の
数
を
増
大
さ
せ
る
要
因
と
し
て
ラ
ウ

が
挙
げ
た
の
は
、（
一
）
人
口
が
多
い
た
め
の
激
し
い
労
働
者
間
競
争
と
低
賃
金
、（
二
）
工
場
生
産
と
外
国
貿
易
と
に
付
随
す
る
不

安
定
な
景
気
変
動
、（
三
）
下
層
身
分
の
教
育
水
準
の
低
さ
、（
四
）
地
域
間
・
産
業
間
の
労
働
の
需
給
均
衡
を
阻
害
す
る
国
家
諸
制

度
、（
五
）
人
を
そ
そ
の
か
し
て
怠
惰
に
さ
せ
る
慈
善
活
動
、
の
諸
要
因
で
あ
（
９３
）

っ
た
。
と
り
わ
け
大
量
の
失
業
と
低
所
得
の
状
態
を
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あ
い
に
は
そ
う
し
た
こ
と
も
不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
は
「
耐
乏
生
活
に
陥
り
、
や
が
て
そ
れ
に
も
慣
れ
て
苦
痛
を
感
じ
な
く

な
る
こ
と
も
少
な
く
（
８８
）

な
い
。」「
生
計
費
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
手
段
の
価
格
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
、
賃
金
額
も
場
所
と
時
代
に

よ
っ
て
多
様
で
（
８９
）

あ
る
。

第
三
に
、「
競
争
」
要
因
に
つ
い
て
み
る
と
、
労
働
の
供
給
面
で
は
、「
需
要
が
減
少
し
た
ば
あ
い
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
労
働
の
供

給
を
減
ら
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
貧
し
い
賃
金
労
働
者
は
、
と
に
か
く
生
き
て
い
く
た
め
に
非
常
に
不
利
な
条
件
を
受
け
い

れ
ざ
る
を
え
な
い
」
し
、
供
給
の
増
加
も
ゆ
っ
く
り
と
し
か
で
き
な
い
。
一
方
、
労
働
の
需
要
は
、
企
業
家
の
側
が
提
供
す
る
雇
用

機
会
と
そ
れ
に
振
り
向
け
ら
れ
る
資
本
と
に
依
存
し
て
い
る
。「
労
働
を
節
約
す
る
機
械
は
、
当
面
は
賃
金
を
引
き
下
げ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
機
械
に
よ
っ
て
増
加
し
た
利
益
は
再
び
労
働
へ
の
需
要
を
拡
大
す
る
。」
資
本
費
用
に
占
め
る
賃
金
支
出
の
割
合
は
、
産

業
分
野
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
る
が
、「
あ
る
企
業
家
が
雇
い
入
れ
る
労
働
者
の
数
は
、
か
れ
の
原
料
、
機
械
、
道
具
な
ど
の
蓄
え

に
ち
ょ
う
ど
対
応
す
る
。」「
雇
用
の
た
め
の
資
本
部
分
に
比
べ
て
人
口
数
が
多
す
ぎ
る
ば
あ
い
に
は
、
労
働
者
の
一
部
分
し
か
そ
れ

に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
ず
、
し
か
も
い
ず
れ
に
し
て
も
必
要
な
生
計
を
ほ
と
ん
ど
か
な
え
な
い
よ
う
な
非
常
に
低
い
賃
金
し
か
与
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
逆
の
ば
あ
い
に
は
、
賃
金
は
上
昇
し
、
企
業
家
と
資
本
家
に
は
小
さ
な
所
得
し
か
残
ら
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
資
本
の
蓄
積
が
労
働
者
の
状
態
に
対
し
て
い
か
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
（
９０
）

な
る
。」

こ
の
よ
う
に
ラ
ウ
の
賃
金
論
は
、
使
用
価
値
視
点
、
賃
金
生
存
費
説
、
需
要
供
給
分
析
か
ら
な
る
複
合
体
と
い
う
外
貌
を
呈
し
て

い
る
。
と
り
わ
け
そ
の
長
期
の
労
働
需
給
論
の
視
点
は
、
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
と
共
有
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
労
働
に
対
す

る
需
要
が
つ
ね
に
拡
大
し
て
い
る
「
進
歩
し
つ
つ
あ
る
社
会
」
を
想
定
し
た
ス
ミ
ス
に
お
け
る
前
望
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
高
賃
金
論
）

を
想
起
す
れ
ば
、
ラ
ウ
の
叙
述
は
、
そ
の
分
類
学
的
手
法
も
相
ま
っ
て
、（「
資
本
の
蓄
積
」
の
弁
護
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
す
で
に
ま
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質
屋(öffentliche

L
eih-

oder
Pfandhäuser)

、
救
済
貸
付
金
庫(H

ülfsleihcassen)

、
お
よ
び
救
済
金
庫(H

ülfscassen)

す
な
わ
ち

労
働
者
の
任
意
加
入
保
険
施
設
で
あ
（
９５
）

っ
た
。
一
方
、「
貧
民
の
扶
助V

ersorgung

」
に
つ
い
て
は
、「
個
人
の
慈
善
」
は
、
国
家
の

貧
民
扶
助
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
貧
困
の
軽
減
の
た
め
の
手
段
が
流
れ
出
る
最
も
豊
富
な
源
泉
で

あ
り
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
濫
用
さ
れ
る
と
、「
怠
惰
を
助
長
」
し
、「
救
済
を
求
め
る
者
の

数
を
増
大
さ
せ
る
」
と
い
う
弊
害
を
容
易
に
ひ
き
お
こ
す
。「
も
し
貧
民
が
容
易
に
援
助
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
か
れ
が
従
来
の
生
業
を
つ
づ
け
る
場
合
よ
り
も
も
っ
と
良
い
生
活
を
さ
え
送
れ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
は
働
く
労
苦
か
ら
逃
れ

よ
う
と
し
が
ち
に
な
る
。
日
々
の
生
活
苦
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
多
く
の
勤
勉
な
労
働
者
た
ち
は
、
た
だ
名
誉
感
情
と
、
よ
り
大
き
な

欠
乏
へ
の
恐
怖
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
分
が
貧
困
だ
と
申
し
出
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
資
産
家
た
ち
の
気
前
の

良
さ
が
不
都
合
な
使
わ
れ
方
を
し
て
こ
の
恐
怖
を
取
り
除
い
て
し
ま
う
と
、
勤
勉
と
節
約
と
へ
の
動
機
な
ら
び
に
自
尊
心
が
衰
退
さ

せ
ら
れ
る
の
で
（
９６
）

あ
る
。」

「
貧
民
の
扶
助
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
個
人
の
慈
善
」
と
そ
の
抑
制
的
な
運
用
と
が
一
般
原
則
と
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
貧
民
扶
助

(A
rm

enpflege)

の
主
体
と
し
て
は
、
私
的
団
体
、
教
会
、
地
域
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
そ
し
て
国
家
と
い
う
多
様
な
諸
段
階
が
想
定
さ
れ
た
。

こ
の
ば
あ
い
、
国
家
に
は
、
各
地
域
で
の
扶
助
の
実
施
を
基
礎
的
に
支
え
る
、
救
貧
行
政
の
法
制
度
的
な
画
一
性
・
広
域
性
の
確
保

が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
国
家
の
役
割
は
補
完
的
・
間
接
的
で
あ
（
９７
）

っ
た
。
ま
た
、
貧
民
扶
助
の
た
め
の
財
源
に
つ
い

て
、
ラ
ウ
は
各
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
基
金
と
個
人
的
寄
付
を
本
来
的
基
盤
と
み
な
し
た
が
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
救
貧
税
の
是
非
に
つ

い
て
は
、
公
的
強
制
へ
の
反
対
論
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
補
完
的
財
源
と
し
て
課
税
を
肯
定
（
９８
）

し
た
。
さ
ら
に
ラ
ウ
は
、
扶
助
対
象
を
、

（
一
）
成
人
の
労
働
能
力
あ
る
貧
民
、（
二
）
貧
困
児
童
（
↓
孤
児
院
な
ど
の
教
育
施
設
へ
の
収
容
）、（
三
）
就
業
不
能
者
（
↓
喜
捨
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生
み
出
す
原
因
と
し
て
ラ
ウ
が
注
目
し
た
の
は
、
第
一
に
「
財
生
産
の
減
少
（
た
と
え
ば
売
り
上
げ
の
停
滞
や
資
本
の
減
少
な
ど
に

よ
る
）」
で
あ
り
、
第
二
は
「
あ
ま
り
に
も
急
激
な
人
口
増
加
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ラ
ウ
に
し
た
が
え
ば
、
前
者
は
、「
深
刻
な
戦

争
や
内
乱
、
外
国
の
販
路
の
封
鎖
な
ど
」
の
「
重
大
事
故
の
結
果
」
で
あ
り
、
後
者
す
な
わ
ち
「
人�

口�

過�

剰�

U
ebervölkerung

」
は
、

「
増
え
す
ぎ
た
人
口
が
国
外
移
住
、
死
亡
率
の
上
昇
、
ま
た
は
結
婚
・
出
生
の
減
少
に
よ
っ
て
再
び
有
益
な
水
準
に
戻
る
か
、
あ
る

い
は
新
し
い
産
業
分
野
が
十
分
な
規
模
で
開
始
さ
れ
る
か
」
の
ど
ち
ら
か
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
本
来
「
人
口

数
は
、
通
常
は
生
計
費
を
獲
得
で
き
る
機
会
と
同
じ
歩
調
で
し
か
増
加
し
な
い
し
、
家
族
を
労
働
収
入
で
養
う
こ
と
が
次
第
に
困
難

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
数
は
一
定
の
限
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
者
た
ち
に
分
別
が
あ
り
、
か
れ
ら
が
豊
か
な
生
活

の
水
準
に
慣
れ
て
、
そ
れ
が
か
れ
ら
に
軽
は
ず
み
な
結
婚
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
若
干
名
の
零
落
は
他

の
人
々
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
戒
め
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
過
度
の
人
口
増
加
を
恐
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
と
え
ば

政
府
が
過
度
に
熱
心
に
干
渉
す
る
ば
あ
い
や
、
あ
る
い
は
労
働
階
級
が
非
常
に
無
知
・
寡
欲
で
ひ
ど
く
軽
率
で
あ
る
ば
あ
い
な
ど
、

例
外
的
な
ば
あ
い
だ
け
で
（
９４
）

あ
る
。」
―
―
こ
れ
を
言
い
か
え
れ
ば
、
突
発
的
な
「
重
大
事
故
」
が
発
生
し
な
け
れ
ば
生
産
は
拡
大
す

る
し
（
↓
「
資
本
の
蓄
積
」
に
よ
る
雇
用
の
拡
大
）、
政
府
が
誤
っ
た
介
入
を
避
け
、
労
働
者
た
ち
の
教
養
が
高
ま
れ
ば
、「
人
口
過

剰
」と
い
う
労
働
供
給
サ
イ
ド
の
問
題
は
本
来
深
刻
化
し
な
い
は
ず
だ
と
い
う
の
が
、
ラ
ウ
の
基
本
的
立
場
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
楽
観
的
な
労
働
需
給
論
に
照
応
し
て
、
貧
困
対
策
に
つ
い
て
は
、
ラ
ウ
は
、
貧
民
救
済
が
怠
惰
を
助
長
す
る
こ
と
を
恐

れ
、「
個
人
の
慈
善
」
を
大
原
則
に
掲
げ
て
勤
勉
と
節
約
を
説
き
、
国
家
に
は
補
完
的
役
割
し
か
認
め
な
か
っ
た
。「
貧
困
の
予
防
」

の
た
め
の
方
策
と
し
て
ラ
ウ
が
挙
げ
た
の
は
、
民
衆
教
育
や
各
種
経
済
政
策
な
ど
間
接
的
諸
方
策
を
別
と
す
れ
ば
、
困
窮
時
の
公
営
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る
よ
う
な
初
期
の
作
品
に
み
ら
れ
た
国
家
論
的
関
心
が
『
政
治
経
済
学
教
科
書
』
以
降
次
第
に
減
退
し
た
点
を
惜
し
み
、
ま
た
、
労

働
者
の
階
級
的
自
立
性
に
対
す
る
ラ
ウ
の
認
識
の
浅
さ
を
批
判
（
１０４
）

し
た
。
そ
し
て
、
モ
ー
ル
お
よ
び
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
国
家
行
政
活
動

の
役
割
を
学
ん
だ
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
、
た
し
か
に
経
済
学
に
お
け
る
機
能
主
義
的
方
法
（
種
類
価
値
論
を
含
む
分
類
学
的
大
系
）
と

三
分
割
法
と
を
ラ
ウ
か
ら
十
分
に
継
承
し
つ
つ
、
私
有
財
産
権
と
い
う
法
制
度
に
変
更
を
加
え
る
所
得
・
資
産
の
再
分
配
の
国
家
機

能
に
踏
み
込
む
の
で
あ
る
。

四

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
私
有
財
産
制
に
も
と
づ
く
自
由
競
争
は
、
生
産
力
の
上
昇
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す

が
、
そ
の
反
面
で
、
所
得
・
資
産
の
不
平
等
の
拡
大
を
生
み
（
１０５
）

出
す
。
後
者
は
、「
才�

能�

あ�

る�

者�

」、「
良�

心�

の�

少�

な�

い�

者�

」
お
よ
び

「
大�

経�

営�

」
の
勝
利
、
独
立
自
営
層
の
減
少
、
労
資
二
階
級
の
分
裂
、
労
働
者
階
級
の
状
態
の
「
相
対
的
」
悪
化
、
労
働
者
の
雇
主

へ
の
依
存
の
深
化
と
上
昇
展
望
の
減
退
と
し
て
現
（
１０６
）

れ
る
。
労
働
者
階
級
の
経
済
的
状
態
を
改
善
す
る
た
め
の
方
法
は
、
第
一
に
生
産

力
の
増
大
で
あ
り
、
第
二
は
上
層
階
級
か
ら
下
層
階
級
へ
の
所
得
移
動
（
利
潤
か
ら
賃
金
へ
の
移
動
、
賃
金
引
き
上
げ
分
の
製
品
価

格
へ
の
転
嫁
、
累
進
課
税
・
相
続
税
を
含
む
税
制
改
革
、
以
上
の
三
ル
ー
ト
）
で
（
１０７
）

あ
る
。
一
方
に
生
産
力
の
拡
大
と
、
他
方
に
分
配

の
修
正
、
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
改
良
主
義
の
基
礎
類
型
が
、
こ
こ
に
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
新
時
代
の
喫
緊
の
課
題

と
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
認
識
さ
せ
た
も
の
は
、「
倫
理
」
の
消
失
と
い
う
危
機
意
識
で
あ
っ
た
。「
社
会
問
題
講
演
」
で
言
う
、
―
―
「
完

全
な
職
業
の
自
由
と
結
び
つ
い
た
人
間
の
人
格
的
自
由
の
原
理
、
そ
し
て
完
全
な
、
ま
す
ま
す
絶
対
的
・
無
制
限
に
な
る
私
有
財
産

制
の
原
理
」、
近
代
社
会
を
貫
く
こ
の
二
つ
の
「
法
原
理
」
は
、
何
を
帰
結
し
た
か
。「
国
民
経
済
の
、
あ
の
い
わ
ゆ
る
自
然
的
な
デ

ア
ルSein

が
、
無�

条�

件�

の�

デ�

ア�

ラ�

ネ�

バ�

ナ�

ラ�

ヌ�

Seinm
üssen

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
国
民
経
済
の
倫�

理�

的�

な�

デ�

ア�

ル�

ベ�

シ�

Sein-

sollen

は
、
完
全
に
無
視
さ
れ
た
。
経
済
諸
関
係
の
形
成
に
対
す
る
個
人
、
社
会
、
国
家
の
倫�

理�

的�

責�

任�

と
い
う
理
念
は
、
消
え
去
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と
救
貧
院
・
病
院
へ
の
収
容
）
に
分
類
し
た
が
、
と
く
に
対
策
の
焦
点
と
な
る
、
労
働
能
力
が
あ
り
な
が
ら
失
業
・
半
失
業
の
状
態

に
あ
る
貧
民
に
つ
い
て
は
、
雇
用
事
務
所
の
設
置
、
仕
事
の
供
給
、
宿
泊
所
の
斡
旋
、
貧
民
の
開
墾
入
植
、
国
外
移
住
の
促
進
を
提

言
す
る
に
と
ど
ま
（
９９
）

っ
た
。

三

以
上
の
よ
う
に
ラ
ウ
の
貧
困
対
策
論
は
、
晩
年
の
一
八
六
〇
年
代
に
お
い
て
も
な
お
、
基
本
的
に
は
個
人
の
勤
勉
と
慈
善
に

頼
る
古
典
的
自
由
主
義
者
の
相
貌
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
貧
困
分
析
の
基
礎
に
置
か
れ
た
労
働
需
給
論
が
、（「
人
口
過
剰
」
問
題

へ
の
懸
念
を
な
お
残
し
な
が
ら
も
）
生
産
の
順
調
な
拡
大
と
労
働
者
階
級
の
理
性
的
な
生
計
維
持
志
向
と
へ
の
楽
観
的
期
待
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
楽
観
論
は
、
工
場
労
働
者
問
題
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
工
場
制
度
の
拡
大
が
も

た
ら
す
弊
害
の
規
模
は
「
し
ば
し
ば
誇
張
し
て
描
か
れ
て
き
た
」
と
述
べ
る
よ
う
な
ラ
ウ
の
消
極
性
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
っ
て
、

労
働
者
状
態
の
改
善
の
た
め
に
ま
ず
期
待
さ
れ
た
の
は
国
民
学
校
や
宗
教
教
育
、
倹
約
の
奨
励
、
工
場
主
の
配
慮
で
（
１００
）

あ
り
、
こ
れ
ら

に
付
加
さ
れ
た
も
の
は
、
工
業
地
域
で
の
政
労
使
代
表
に
よ
る
「
産�

業�

協�

議�

会�

G
ew

erksräthe

」
の
設
置
、「
救
済
金
庫
」
の
設
立
、

す
べ
て
の
労
働
者
に
交
付
し
て
職
歴
（
労
働
条
件
や
雇
用
契
約
履
行
状
況
な
ど
）
を
記
入
す
る
「
労�

働�

手�

帳�

A
rbeitsbücher

」
の
導

入
、
ト
ラ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
法
規
制
、
そ
し
て
児
童
労
働
の
制
限
、
以
上
に
尽
き
て
（
１０１
）

い
た
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
七
歳
年
少
の
モ

ー
ル
は
、
三
十
歳
代
半
ば
に
し
て
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
国
家
経
済
学
部
の
総
合
国
家
学
的
拡
充
を
主
導
し
つ
つ
、
諸
外
国
の

ス
ミ
ス
批
判
の
諸
文
献
か
ら
労
働
者
問
題
へ
の
認
識
を
深
め
、
労
働
者
保
護
、
利
潤
分
配
制
、
公
教
育
、
自
営
化
の
た
め
の
国
家
融

資
、
保
健
行
政
な
ど
、
市
民
的
自
立
を
助
成
す
る
た
め
の
国
家
権
力
に
よ
る
広
範
な
公
共
福
祉
行
政
的
援
助
の
必
要
性
を
一
八
三
〇

年
代
か
ら
具
体
的
に
論
じ
て
い
た
か
ら
、
か
れ
は
ラ
ウ
の
そ
う
し
た
月
並
な
消
極
的
・
微
温
的
姿
勢
を
冷
や
か
に
眺
め
て
（
１０２
）

い
た
。
ロ

ッ
シ
ャ
ー
は
、
ラ
ウ
の
価
値
論
を
経
済
理
論
的
貢
献
と
評
価
し
つ
つ
も
、
一
八
一
五
年
の
懸
賞
論
文
「
ツ
ン
フ
ト
擁
（
１０３
）

護
論
」
に
お
け
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な
の
で
あ
る
。」
（
１１３
）

、
と
。
人
間
の
必
要
充
足
行
為
は
す
べ
て
、「
理
性
と
良
心
に
導
か
れ
る
」
も
の
と
し
て
「
責�

任�

あ�

る�

も�

の�

で
あ
り
、

つ
ね
に
人�

倫�

的�

判�

断�

に
服
し
て
（
１１４
）

い
る
」、
こ
れ
が
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
政
治
経
済
学
に
お
け
る
人
間
観
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
ラ
ウ
の
実

証
主
義
を
こ
え
て
、
経
済
学
と
倫
理
学
と
を
再
統
合
し
よ
う
と
す
る
見
地
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
ウ
の

物
財
限
定
論
を
批
判
し
て
言
う
、「
サ
ー
ビ
ス
を
経
済
財
に
算
入
す
る
決
定
的
な
根
拠
は
、
充�

足�

手�

段�

は�

物�

財�

だ�

け�

で�

は�

ま�

さ�

に�

あ�

り�

え�

な�

い�

と�

い�

う�

こ�

と�

で�

あ�

っ�

て�

、
な�

ぜ�

な�

ら�

、
必�

要�

な�

も�

の�

は�

た�

ん�

に�

物�

財�

だ�

け�

で�

は�

な�

く�

、
人�

的�

サ�

ー�

ビ�

ス�

に�

も�
（
と
り
わ
け
、

権
利
保
護
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
助
成
の
よ
う
に
、
国�

家�

の�

サ�

ー�

ビ�

ス�

も
）
関�

係�

し�

て�

い�

る�

か�

ら�

で�

あ�

る�
（
１１５
）

。」、
と
。
そ
し
て
、
以
上
の

二
つ
の
基
礎
論
点
か
ら
、「
人
間
の
社�

会�

的�

本
質sociales

(gesellschaftliches)
W

esen
des

M
enschen

あ
る
い
は
人�

間�

の�

共�

同�

生�

活�

に
由
来
す
る
共�

同�

的�

ま
た
は
集�

合�

的�

必
要
物G

em
ein-

oder

（
１１６
）

C
ollectivbedürfnisse

」
が
概
念
的
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
法
秩
序
」
か
ら
始
ま
る
物
財
・
サ
ー
ビ
ス
両
面
で
の
巨
大
な
人
為
制
度
的
・
社
会
形
成
的
な
領
域
世
界
が
、
私
経
済
や
慈
善

で
は
代
替
で
き
な
い
必
要
充
足
制
度
主
体
と
し
て
の
「
共
同
経
済
制
度
」（
国
家
お
よ
び
自
発
的
諸
団
体
）
と
と
も
に
、
一
気
に
姿

を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
到
達
し
た
国
民
経
済
学
の
「
倫
理
」
化
と
「
制
度
」
化
の
精
神
と
論
理
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
共
産
主
義
で
も
自
由
貿
易
主
義
的
な
楽
観
主
義
で
も
な
く
、
よ
り
正
し
い
中
間
の
（
１１７
）

立
場
」
か
ら

な
さ
れ
た
、
法
制
度
の
改
革
に
よ
る
「
分
配
」
の
修
正
と
い
う
社
会
改
良
の
主
張
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
見
地
は
、
福
音
主
義
の
義
務
倫
理
に
も
と
づ
く
保
守
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
母

胎
と
し
て
い
た
が
、「
配
分
」
問
題
の
視
野
か
ら
国
民
経
済
活
動
の
法
制
度
的
・
倫
理
的
基
盤
に
光
を
あ
て
よ
う
と
し
た
そ
の
根
本

視
座
の
う
ち
に
は
、
十
八
世
紀
の
旧
福
祉
国
家
時
代
以
来
蓄
積
さ
れ
て
き
た
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
・
国
法
学
の
諸
成
果
へ
の
積
極
的
連
接

と
い
う
明
瞭
な
自
覚
と
、「
文
化
目
的
・
福
祉
目
的
」
に
向
け
た
規
範
的
経
済
学
の
立
場
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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っ
た
。
そ
の
さ
い
、
経
済
的
事
象
は
つ
ね
に
同
時
に
人�

間�

行�

為�

の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
見
落
と
さ
れ
た
。」

―
―
だ
か
ら
こ
そ
、「
い
ま
生
じ
て
い
る
国
民
経
済
の
学
問
に
お
け
る
変
革
が
、
国
民
経
済
の
諸
関
係
に
お
け
る
倫�

理�

的�

根�

拠�

を
あ

ら
た
め
て
強�

調�

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
経
済
的
行
為
の
領
域
に
お
け
る
人
倫
的
無
関

心
主
義sittlicher

Indifferentism
us

に
対
抗
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ふ
た
た
び
倫�

理�

的�

諸�

原�

理�

が�

力�

を�

発�

揮�

す�

る�

こ
と
を

要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
１０８
）

な
い
。」、
と
。
つ
ま
り
、
人
間＝

物
財
関
係
に
特
化
し
た
ラ
ウ
の
即
物
的
客
観
主
義
の
世
界
と
は
異
な
り
、

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
あ
い
だ
の
経
済
的
諸
関
係
に
お
い
て
も
、
人�

間�

と�

人�

間�

と�

の�

関�

係�

が
ふ
た
た

び
重
要
性
を
保
つ
（
１０９
）

こ
と
」、
こ
れ
こ
そ
が
最
も
根
源
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
と
り
わ
け
労
使
関
係
に
お
い
て
失
わ
れ
た
「
人

格
的
関
係
の
回
復
」に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、不
平
等
の
軽
減
を
め
ざ
す
こ
と
は
上
層
階
級
と
国
家
と
の
倫
理
的
義
務
に
ほ
か
な
ら
ず
、

同
時
に
そ
こ
に
危
機
回
避
を
は
か
る
上
層
階
級
の
「
政
治
的
賢
（
１１０
）

明
さ
」
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
社
会
問
題
講
演
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
国
民
経
済
（
学
）
の
「
倫
理
」
化
の
主
張
は
、
そ
の
五
年
後
の
主
著
初
版
に

お
い
て
、
人
間
共
同
性
の
政
治
経
済
学
へ
と
顕
著
に
深
め
ら
れ
る
。
そ
の
全
構
造
を
決
定
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
基

礎
視
点
は
、
第
一
に
、
人
間
の
本
性
に
「
自
己
利
益
の
欲
求
」
し
か
見
な
い
立
場
を
退
け
、「
道�

徳�

的�

善�

悪�

」
の
「
作
用
（
１１１
）

能
力
」
を

認
め
、
こ
れ
を
重
視
す
る
見
地
で
あ
り
、
第
二
に
、「
経
済
財
」
の
概
念
を
「
物
財
」
に
限
定
し
た
ラ
ウ
を
批
判
し
て
、「
人�

的�

サ�

ー�

ビ�

ス�

」
に
ま
で
拡
大
す
る
論
点
で
（
１１２
）

あ
る
。
自
己
利
益
の
動
機
だ
け
を
仮
定
し
て
、
経
済
学
は
「
愛
や
義
務
感
情
」
な
ど
道
徳
学
に
属

す
べ
き
問
題
を
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
自
由
競
争
賛
美
者
の
議
論
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て

言
う
、「
自
己
利
益
を
事
実
上
修
正
す
る
道
徳
的
能
力
を
経
済
学
の
中
で
考
慮
す
る
こ
と
は
、
倫
理
学
と
エ
コ
ノ
ー
ミ
ク
と
を
混
同

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
く
、
経
済
的
行
為
を
、
個
人
の
責
任
が
あ
る
倫
理
的
行
為
の
も
と
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
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が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
人�

格�

と
所�

有�

の
安�

全�

」
だ
け
で
な
く
「
個
々
人
の
生
計
と
福
祉
の
保�

障�

」
を
も
共
同

体
の
任
務
と
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
司
法
」
と
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
を
あ
て
て
い
た
（
１１９
）

こ
と
は
、
国
家
目
的
論
（「
平
和
と
福
祉
」）
の

長
い
ド
イ
ツ
的
伝
統
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
貧
困
そ
れ
自
身
は
、何
び
と
を
も
賤
民
に
し
は
し
な
い
。
賤
民
は
、
貧
困
に
結
び

つ
い
て
い
る
心
術G

esinnung

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
富
者
や
社
会
や
政
府
な
ど
に
対
す
る
内
心
の
叛
逆
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
賤

民
と
し
て
規
定
さ
（
１２０
）

れ
る
」
と
述
べ
て
、
賤
民
出
現
の
人
倫
的
理
由
を
重
視
し
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
団
体
の
「
成
員
」
で
あ
る
こ
と

が
他
者
か
ら
の
「
承�

認�

」
と
「
身�

分�

上�

の�

誇�

り�

」
と
を
お
の
ず
か
ら
生
み
出
す
と
い
う
点
に
「
第�

二�

の�

家
族
」
と
し
て
の
コ
ル
ポ
ラ

ツ
ィ
オ
ー
ン
の
最
も
基
礎
的
な
意
義
を
認
め
て
（
１２１
）

い
た
。
そ
こ
に
は
、「
貧
困
状
態
は
諸
個
人
か
ら
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
便
益
を
（
１２２
）

奪
う
」

と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
鋭
利
な
観
察
眼
が
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
状
況
を
言
い
か
え
れ
ば
、
同
時
代
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
貧
困
そ
れ
自
体
が
問
題
だ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
貧

困
が
存
在
す
る
と
い
う
意
識
（「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
回
（
１２３
）

り
道
」）
を
介
し
て
、
貧
民
の
社
会
的
排
除
で
は
な
く
社
会
的
包
摂
が
喫

緊
の
課
題
と
し
て
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
望
ま
し
い
国
制
・
政
治
・
社
会
の
諸
構
造
や
倫
理
の
あ
り
方
に
ま
で

及
ぶ
そ
う
し
た
問
題
理
解
の
い
わ
ば
国
家
学
的
な
広
が
り
に
お
い
て
、
貧
困
と
福
祉
は
「
経
済
学
」
だ
け
の
課
題
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
実
際
に
は
、
上
述
の
バ
ー
ダ
ー
や
モ
ー
ル
の
よ
う
に
、「
経
済
学
」
と
は
別
の
諸
次
元
で
「
社
会

問
題
」
認
識
が
深
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
課
題
意
識
の
先
駆
的
一
類
型
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
近
代
社
会
の
基
礎
構
造

に
か
ん
す
る
「
国
家
学
」
的
認
識
（『
法
の
哲
学
』）
の
中
で
鮮
明
に
示
し
た
頃
、
ち
ょ
う
ど
ラ
ウ
は
、「
国
富
の
理
論
」
と
し
て
の

経
済
学
体
系
の
ド
イ
ツ
講
壇
に
お
け
る
誕
生
を
ま
さ
に
宣
言
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ウ
が
「
国
民
経
済
学
」

と
し
て
提
示
し
た
、
人
間
の
必
要
充
足
の
た
め
の
外
的
条
件
を
問
う
個
人
主
義
的
抽
象
原
理
は
、
そ
の
ご
ま
も
な
く
興
隆
し
た
「
歴
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六

小
括

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
試
み
た
「
私
経
済
制
度
」
に
対
す
る
「
共
同
経
済
制
度
」
の
概
念
的
提
起
と
、
経
済
学
原
理
へ
の
国
家
の
再
分

配
機
能
の
包
摂
と
は
、
ス
ミ
ス
が
想
定
し
て
い
た
独
立
し
た
諸
個
人
の
対
等
・
均
質
な
関
係
と
し
て
の
自
律
的
な
市
民
社
会
像
に
修

正
を
迫
り
、
あ
ら
た
め
て
人
間
生
活
の
社
会
的
共
同
性
の
問
題
を
登
場
さ
せ
た
。
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
は
「
共
同
的
必
要
」
の
充
足
方
法

と
し
て
、「
強
制
的
共
同
経
済
制
度
」（
国
家
）
だ
け
で
は
な
く
、「
自�

由�

な�

共�

同�

経�

済�

制�

度�

」（
自
由
な
諸
団
体
に
お
け
る
「
連�

帯�

性�

」

原
理
と
「
社�

会�

的�

自�

助�

」）
や
「
慈�

善�

」（
私
有
財
産
の
倫
理
的
使
用
に
お
け
る
無
償
性
と
個
別
性
）
が
は
た
す
不
可
欠
な
補
完
的
機

能
に
も
着
目
し
て
（
１１８
）

い
た
。
こ
の
点
は
、「
国
家
社
会
主
義
者
」
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
が
、
他
面
で
は
福
音
社
会
派
運
動
の
中
心
的
担
い
手

の
一
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
ス
ミ
ス
主
義
か
ら
の
（
し
た
が
っ
て
ラ
ウ
の
、
利
己
的
な
諸
個
人
の
相
互
関
係
に
還
元
さ
れ
る
楽
観
主
義
的
な

「
国
民
経
済
」
像
か
ら
の
）「
回
心
」
に
半
世
紀
先
だ
っ
て
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
由
な
諸
個
人
の
「
欲
求
の
体
系
」
と
し
て
の

市
民
社
会
に
は
ら
ま
れ
た
限
界
を
、「
偶
然
性
」
に
よ
る
特
殊
利
害
の
分
裂
（
貧
富
の
対
立
と
「
賤
民Pöbel

」
の
出
現
」）
に
見
い

だ
し
て
、
こ
う
し
た
市
場
経
済
社
会
の
矛
盾
の
克
服
を
、
真
に
自
由
な
人
倫
共
同
体
と
し
て
の
国
家
の
「
統
治
」
作
用
に
託
し
て
い

た
。
そ
の
さ
い
、
内
務
行
政
と
し
て
の
伝
統
的
な
「
ポ
リ
ツ
ァ
イ
」
概
念
が
援
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
職
業
団
体
（「
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ

オ
ー
ン
」）
を
中
核
と
す
る
各
種
中
間
団
体
に
、
自
治
的
・
相
互
支
援
的
・
利
害
調
整
的
か
つ
人
倫
的
な
意
義
が
担
わ
さ
れ
、
国
家

の
統
治
権
お
よ
び
立
法
権
へ
の
下
か
ら
の
職
能
団
体
的
参
与
機
能
を
と
お
し
て
、
主
体
性
と
共
同
性
と
が
統
合
さ
れ
た
人
倫
の
回
復
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ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



（
７
）

V
gl.

z.B
.

” W
eder

K
om

m
unism

us
noch

K
apitalism

us“,
B

ürgerliche
Sozialreform

in
D

eutschland
vom

V
orm

ärz
bis

zur
Ä

ra

A
denauer,

hrsg.
von

R
.

v.
B

ruch,
M

ünchen
1985.

（
８
）

F.-X
.

K
aufm

ann,
Sozialpolitisches

D
enken,

D
ie

deutsche
T

radition,
Frankfurt

a.M
.

2003,
S.

12.
V

gl.
auch

R
.

v.
B

ruch,
E

in-

führung
zu

” W
eder

K
om

m
unism

us
...“,

a.a.O
.,

S.
7-19.

（
９
）

V
gl.

F.
v.

B
aader,

Ü
ber

das
derm

alige
M

ißverhältnis
der

V
erm

ögenslosen
oder

Proletairs
zu

den
V

erm
ögen

besitzenden

K
lassen

der
Sozietät

in
betreff

ihres
A

uskom
m

ens,
sow

ohl
in

m
aterieller

als
in

intellektueller
H

insicht,
aus

dem
Standpunkte

des
R

echts
betrachtet,

(1835),
in:

ders.,
G

esellschaftslehre,
A

usgew
ählt,

eingeleitet
und

m
it

T
exthinw

eisen
von

H
.

G
rassl,

M
ünchen

1957,
S

.
235-250.

（
１０
）

V
gl.

R
.

v.
M

ohl,
U

eber
die

N
achtheile,

w
elche

sow
ohl

den
A

rbeitern
selbst,

als
dem

W
ohlstande

und
der

Sicherheit
der

ge-

sam
m

ten
bürgerlichen

G
esellschaft

von
dem

fabrikm
äßigen

B
etriebe

der
Industrie

zugehen,
und

über
die

N
othw

endigkeit

gründlicher
V

orbeugungsm
ittel,

in:
A

rchiv
der

politischen
O

ekonom
ie

und
Polizeiw

issenschaft,
hrsg.

von
K

.
H

.
R

au,
B

d.
2,

H
eidelberg

1835,
S.

141-203.

（
１１
）
バ
ー
ダ
ー
と
モ
ー
ル
に
か
ん
す
る
以
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
木
村
、
前
掲
書
、
第
五
〜
七
章
、
お
よ
び
木
村
周
市
朗
「
バ
ー
ダ
ー
の

近
代
社
会
批
判
―
―
団
体
的
自
由
論
と
〈
プ
ロ
レ
テ
ー
ル
〉
問
題
―
―
」、
伊
坂
青
司
・
原
田
哲
史
編
『
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
研
究
』、

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
、
を
見
よ
。

（
１２
）

V
gl.

E
.

Pankoke,
Sociale

B
ew

egung
–

Sociale
Frage

–
Sociale

Politik,
G

rundfragen
der

deutschen
” Socialw

issenschaft“
im

19.
Jahrhundert,

Stuttgart
1970,

S
.

52ff.

（
１３
）
こ
の
第
三
段
階
で
は
、「
労
働
者
問
題
」
が
解
消
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
し
、
本
来
労
働
者
保
険
と
し
て
成
立
し
た
社
会
保

険
制
度
の
職
業
別
編
成
が
第
二
次
大
戦
後
も
維
持
さ
れ
、
そ
れ
は
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
型
の
社
会
保
障
理
念
の
浸
透
に
対
し
て
抑
止
的
に
作
用

―２４２（４７）―
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史
主
義
」
の
華
々
し
さ
の
背
後
で
も
、
な
お
経
済
学
原
理
の
方
法
論
的
視
点
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
家
学
に
お
け
る
哲
学
的
伝
統
も
ま
た
、
さ
ら
に
独
自
の
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

V
gl.

G
.

E
sping-A

ndersen,
Social

Foundations
of

Postindustrial
E

conom
ics,

O
xford

1999,
pp.

74-86.

渡
辺
雅
男
・
渡
辺
景

子
訳
『
ポ
ス
ト
工
業
経
済
の
社
会
的
基
礎
―
―
市
場
・
福
祉
国
家
・
家
族
の
政
治
経
済
学
―
―
』、
桜
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
六

―
一
二
九
ペ
ー
ジ
。
あ
わ
せ
て
、
エ
ス
ピ
ン
‐
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
諸
論
点
に
か
ん
す
る
日
本
に
お
け
る
諸
コ
メ
ン
ト
に
は
不
用
意
な
誤
解

も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
、
渡
辺
雅
男
『
市
民
社
会
と
福
祉
国
家
―
―
現
代
を
読
み
解
く
社
会
科
学
の
方
法
―
―
』、
昭
和
堂
、

二
〇
〇
七
年
、
九
四
―
九
五
、
一
二
八
―
一
二
九
ペ
ー
ジ
も
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
以
下
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の
（

）
は
す
べ
て
原

文
の
ま
ま
、〔

〕
の
部
分
は
引
用
者
の
補
筆
で
あ
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
原
文
が
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
（
ま
た
は
、
ご
く
ま
れ
に
イ
タ

リ
ッ
ク
や
ゴ
チ
ッ
ク
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
引
用
文
は
邦
訳
書
に
従
っ
て
い
な
い
ば
あ
い
が
あ
る
。

（
２
）

H
.

M
aier,

Ä
ltere

deutsche
Staatslehre

und
w

estliche
politische

T
radition,

M
ünchner

A
ntrittsvorlesung,

T
übingen

1966

(R
echt

und
Staat

in
G

eschichte
und

G
egenw

art,
321),

S.
24.

石
部
雅
亮
訳
「
旧
ド
イ
ツ
国
家
論
と
西
欧
の
政
治
的
伝
統
」、
成
瀬
治

編
訳
『
伝
統
社
会
と
近
代
国
家
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
所
収
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
木
村
周
市
朗
『
ド
イ
ツ
福
祉
国
家
思
想
史
』、
未
来
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
序
章
を
見
よ
。

（
４
）

K
.

Stern,
D

as
Staatsrecht

der
B

undesrepublik
D

eutschland,
B

d.
1,

M
ünchen

1977,
S.

692.

（
５
）

V
gl.

z.B
.

E
.-W

.
B

öckenförde,
E

ntstehung
und

W
andel

des
R

echtsstaatsbegriffs,
in:

ders.,
Staat,

G
esellschaft,

Freiheit,

Studien
zur

Staatstheorie
und

zum
V

erfassungsrecht,
Frankfurt

a.
M

.
1976,

S.
65-92.

（
６
）

V
gl.

K
.

Pribram
,

D
ie

W
andlungen

des
B

egriffs
der

Sozialpolitik,
in:

Festgabe
für

L
ujo

B
rentano

zum
80.

G
eburtstag,

hrsg.

von
M

.
J.

B
onn

u.
M

.
Palyi,

B
d.

2,
M

ünchen
u.

L
eipzig

1925,
S.

223-267.
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（
１８
）

V
gl.

ebenda,
S.

230
A

nm
.

（
１９
）

E
benda,

S.
257.

（
２０
）
以
上
の
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
福
祉
目
的
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
木
村
、
前
掲
書
、
第
九
章
を
、
ま
た
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
階
級
社
会
分
析
に

も
と
づ
く
行
政
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
第
八
章
を
見
よ
。

（
２１
）

V
gl.

A
.

W
agner,

D
ie

akadem
ische

N
ationalökonom

ie
und

der
Socialism

us,
R

ede
zum

A
ntritt

des
R

ectorats
der

K
öniglichen

Friedrich-W
ilhelm

s-U
niversität

in
B

erlin,
gehalten

in
der

A
ula

am
15.

O
ctober

1895,
B

erlin
1895,

S.
15f.

（
２２
）
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
のC

ollegium
illustre

（
一
五
五
九
年
）、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
のC

ollegium
C

arolinum

（
一
七
四
六
年
）、

カ
イ
ザ
ー
ス
ラ
ウ
テ
ル
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
（
一
七
七
四
年
）
な
ど
の
開
設
状
況
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
を
見
よ
。W

.
R

oscher,
G

eschichte

der
N

ational-O
ekonom

ik
in

D
eutschland,

M
ünchen

1874,
S.

471f.;
W

.
Stieda,

D
ie

N
ationalökonom

ie
als

U
niversitätsw

issen-

schaft,
L

eipzig
1906,

N
eudruck,

V
aduz

1978,
S.

38-46,
109-119.

（
２３
）

M
.

Stolleis,
V

eit
L

udw
ig

von
Seckendorff,

in:
ders.

(hrsg.),
Staatsdenker

im
17.

und
18.

Jahrhundert:
R

eichspublizistik,

Politik,
N

aturrecht,
Frankfurt

a.
M

.
1977,

S.
148-173,

S.
149.

佐
々
木
有
司
・
柳
原
正
治
訳
『
一
七
・
一
八
世
紀
の
国
家
思
想
家
た

ち
―
―
帝
国
公
（
国
）
法
論
・
政
治
学
・
自
然
法
論
―
―
』、
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
、
二
四
二
ペ
ー
ジ
。

（
２４
）

V
gl.

H
.

M
aier,

D
ie

ältere
deutsche

Staats-
und

V
erw

altungslehre,
N

euw
ied

u.
B

erlin
1966,

M
ünchen

1986,
S.

139-151.

（
２５
）
そ
の
ご
十
九
世
紀
ま
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
広
義
の
官
房
学
の
こ
の
三
分
野
構
成
が
、
一
七
二
七
年
に
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ

ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
デ
ル
大
学
の
官
房
学
講
座
の
初
代
教
授
に
任
命

さ
れ
た
デ
ィ
ト
マ
ー
ル(Justus

C
hristoph

D
ithm

ar)

に
由
来
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、W

.
R

oscher,
a.a.O

.,
S.

431.

を
見
よ
。

（
２６
）

V
gl.

H
.

M
aier,

D
ie

L
ehre

der
Politik

an
den

deutschen
U

niversitäten
vohnehm

lich
vom

16.
bis

18.
Jahrhundert,

in:
D

.

O
berndörfer

(hrsg.),
W

issenschaftliche
Politik,

E
ine

E
inführung

in
G

rundfragen
ihrer

T
radition

und
T

heorie,
Freiburg

i.
B

.
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し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
下
で
没
落
す
る
中
間
層
の
救
済
や
戦
争
犠
牲
者
の
援
護
、

医
療
・
住
宅
・
社
会
福
祉
制
度
の
問
題
な
ど
、
新
し
い
社
会
問
題
が
登
場
し
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
社
会
政
策
の
主
体
と
対
象
の
両
面

で
分
散
化
が
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
さ
い
に
生
み
出
さ
れ
た
包
括
的
な
「
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ツ
ポ
リ
テ
ィ
ー
クG

esellschaftspolitik

」
概

念
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
五
〇
年
代
以
降
に
人
口
に
膾
炙
し
て
、
た
と
え
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
な
ミ
リ
ュ
ー
の
中
で
で
は
あ
っ
た
に

せ
よ
、
マ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ト
や
ア
ヒ
ン
ガ
ー
が
提
起
し
た
「
家
族
」
や
「
家
計
」、
あ
る
い
は
社
会
学
的
な
「
生
活
様
式
」
の
視
点
に
よ
っ

て
、
旧
来
の
労
働
者
問
題
中
心
の
階
級
政
策
的
な
観
点
と
は
異
質
な
、
社
会
政
策
概
念
の
現
代
化
が
、
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
英

米
系
の
「
社
会
保
障
」
概
念
の
国
際
的
浸
潤
に
対
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
固
有
の
ミ
リ
ュ
ー
（
ド
イ
ツ
社
会
政
策
の
史
的
実
績
へ
の
自
負

と
「
社
会
政
策
」
概
念
の
堅
持
、
多
元
的
団
体
組
織
の
伝
統
の
重
視
と
国
家
主
義
化
へ
の
警
戒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
補
完
性
原
理
」
に
も

と
づ
く
自
治
助
成
的
社
会
構
成
論
、
経
済
社
会
秩
序
形
成
政
策
の
観
点
と
オ
ル
ド
ー
自
由
主
義
、
社
会
政
策
論
と
社
会
史
（
構
造
史
）
研

究
と
の
接
点
、
伝
統
的
な
労
働
者
問
題
へ
の
視
点
の
堅
持
な
ど
）
に
つ
い
て
、
木
村
周
市
朗
「
ド
イ
ツ
社
会
保
障
概
念
の
形
成
と
社
会
政

策
」、『
成
城
大
学
経
済
研
究
』、
第
一
一
五
・
一
一
六
合
併
号
、
一
九
九
二
年
三
月
、
所
収
、
さ
ら
に
、F.-X

.
K

aufm
ann,

a.a.O
.,

S.
102,

140ff.,
149ff.

を
見
よ
。

（
１４
）

L
.

B
rentano,

M
ein

L
eben

im
K

am
pf

um
die

soziale
E

ntw
icklung

D
eutschlands,

Jena
1931,

S.
76.

（
１５
）

V
gl.

A
.

W
agner,

R
ede

Ü
ber

die
sociale

Frage,
G

ehalten
auf

der
freien

kirchlichen
V

ersam
m

lung
evangelischer

M
änner

in

der
K

.
G

arnisonkirche
zu

B
erlin

am
12.

O
ctober

1871,
Separatabdruck,

B
erlin

1872,
S.

5,
13,

30-38.

（
１６
）

A
.

W
agner,

A
llgem

eine
oder

theoretische
V

olksw
irthschaftslehre,

M
it

B
enutzung

von
R

au’s
G

rundsätzen
der

V
olksw

irth-

schaftslehre,
(L

ehrbuch
der

politischen
O

ekonom
ie,

von
K

arl
H

einrich
R

au,
V

ollständig
neubearbeitet

von
A

.
W

agner
und

E
.

N
asse,

1.
B

d.),
L

eipzig
u.

H
eidelberg

1876,
Faksim

ile-A
usgabe,

1991,
S.

241.

（
１７
）

E
benda,

S.
162.
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（
３１
）

V
gl.

H
.

E
.

B
ödeker,

D
as

staatsw
issenschaftliche

Fächersystem
im

18.
Jahrhundert,

in:
R

.
V

ierhaus
(hrsg.),

W
issenschaften

im
Z

eitalter
der

A
ufklärung,

G
öttingen

1985,
S.

143-162.

（
３２
）
こ
の
副
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
法
の
哲
学
』
の
公
刊
に
先
立
っ
て
、
一
八
一
七
―
一
八
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
、
一
八
一
八
―
一
九

年
お
よ
び
一
八
一
九
―
二
〇
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
お
こ
な
っ
た
講
義
の
表
題
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
柳
良

治
監
訳
『
自
然
法
と
国
家
学
講
義
―
―
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
一
八
一
七
・
一
八
年
―
―
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
を
見

よ
。

（
３３
）

V
gl.

W
.

Stieda,
a.a.O

.,
S.

109-148;
K

.
T

ribe,
D

ie
‘K

am
eral

H
ohe

Schule
zu

L
autern’

und
die

A
nfänge

der
ökonom

ischen

L
ehre

in
H

eidelberg
(1774-1822),

in:
N

.
W

aszek
(hrsg.),

D
ie

Institutionalisierung
der

N
ationalökonom

ie
an

deutschen
U

niver-

sitäten,
St.

K
atharinen

1988,
S.

162-191.

（
３４
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

G
rundriß

der
K

am
eralw

issenschaft
oder

W
irthschaftslehre

für
encyklopädische

V
orlesungen,

H
eidelberg

1823.

（
３５
）

V
gl.

W
.

R
oscher,

a.a.O
.,

S.
848.

（
３６
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
E

ntw
icklung

ihres
W

esens
und

ihrer
T

heile,
H

eidelberg
1825,

N
achdruck,

Stuttgart
1997,

S.
1-9.

（
３７
）

E
benda,

S.
9f.

（
３８
）

V
gl.

ebenda,
S.

11-13.

（
３９
）

V
gl.

F.-L
.

K
nem

eyer,
A

rt.,
Polizei,

in:
G

eschichtliche
G

rundbegriffe,
H

istorisches
L

exikon
zur

politisch-sozialen
Sprache

in

D
eutschland,

hrsg.
v.

O
.

B
runner,

W
.

C
onze

u.
R

.
K

oselleck,
B

d.
4,

Stuttgart
1978,

S.
875-897,

S.
876,

881ff.

（
４０
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

13f.

―２３８（５１）―

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



1962,
S.

59-116.

（
２７
）
一
七
二
七
年
の
ハ
レ
大
学
に
お
け
る
官
房
学
講
座
開
設
の
さ
い
に
大
学
総
長
フ
ォ
ン
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
が
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
に
対
し
て

お
こ
な
っ
た
挨
拶
に
、
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
（
倫
理
的
）
家
政
管
理
か
ら
国
家
行
政
技
術
が
自
立
化
す
る
起
点
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
点
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
を
見
よ
。K

.
T

ribe,
Strategies

of
E

conom
ic

O
rder,

G
erm

an
E

conom
ic

D
iscourse,

1750-1950,
C

am
-

bridge
U

.
P.

1995,
p.

13-14.

小
林
純
・
他
訳
『
経
済
秩
序
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
―
―
ド
イ
ツ
経
済
思
想
史
一
七
五
〇
―
一
九
五
〇
―

―
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
八
―
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
２８
）
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
観
点
を
提
起
し
た
一
人
は
、
エ
ト
ガ
ー
・
ザ
リ
ー
ン
で
あ
る
。V

gl.
E

.
Salin,

H
ochkapitalism

us,
E

ine
Studie

über
W

.
Som

bart,
die

deutsche
V

olksw
irtschaftslehre

und
das

W
irtschaftssystem

der
G

egenw
art,

in:
ders.,

L
ynkeus,

G
estalten

und
Problem

e
aus

W
irtschaft

und
Politik,

T
übingen

1963,
S.

182-212,
hier

S.
209.

Siehe
auch:

ders.,
G

eschichte
der

V
olks-

w
irtschaftslehre,

4.
erw

eiterte
A

ufl.,
B

ern
u.

T
übingen

1951,
S.

17-27.

（
本
書
の
第
二
版
を
底
本
と
し
た
高
島
善
哉
訳
『
経
済
学
史

の
基
礎
理
論
』、
三
省
堂
、
一
九
四
四
年
、
で
は
一
五
ペ
ー
ジ
以
下
。）
あ
わ
せ
て
、
オ
ト
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
周
知
の
論
説
が
、
こ
の
文
脈

で
も
再
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。O

.
B

runner,
D

as
” ganze

H
aus“

und
die

alteuropäische
” Ö

konom
ik“,

in:
ders.,

N
eue

W
ege

der

V
erfassungs-

und
Sozialgeschichte,

2.,
verm

ehrte
A

ufl.,
G

öttingen
1968,

S.
103-127.

「〈
全
き
家
〉
と
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
家
政

学
〉」、
石
井
紫
郎
・
他
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
そ
の
歴
史
と
精
神
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
所
収
。

（
２９
）

V
gl.

H
.

M
aier,

L
ehre

der
Politik,

a.a.O
.,

S.
100f.;

ders.,
D

ie
ältere

deutsche
Staats-

und
V

erw
altungslehre,

a.a.O
.,

S.
171

(A
nm

.
313),

181.

（
３０
）
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばM

.
Stolleis

(hrsg.),
Staatsdenker

im
17.

und
18.

Jahrhundert,
a.a.O

.

所
収
の
、N

.
H

am
m

erstein,
K

.
L

uig,
M

.
T

hom
ann

の
各
論
考
（
前
掲
訳
書
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
以
下
）
を
参
照

の
こ
と
。

―２３９（５０）―

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



（
５２
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

51.

（
５３
）

V
gl.

ebenda.

（
５４
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch

der
politischen

O
ekonom

ie,
1.

B
d.,

G
rundsätze

der
V

olksw
irthschaftslehre,

3.
A

ufl.,
H

eidelberg

1837,
S.

2f.,
7.

A
ufl.,

1863,
S.

2-4.

（
５５
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』、
第
一
巻
第
八
〜
十
章
を
見
よ
。
こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
礎
視
点
に
市
場
経
済
の
相
対
化
に

通
じ
る
見
地
を
認
め
て
、
現
代
人
の
関
心
を
振
り
向
け
さ
せ
た
開
拓
者
の
一
人
は
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
で
あ
る
。
と

く
に
、K

.
Polanyi,

A
ristotle

D
iscovers

the
E

conom
y

(1957).

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
経
済
の
発
見
」、
玉
野
井
芳
郎
・
平
野
健

一
郎
編
訳
『
経
済
の
文
明
史
』、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
各
所
収
、
を
見
よ
。

（
５６
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

III.

（
５７
）

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
22,

vgl.
7.

A
ufl.,

S.
27f.

（
５８
）

V
gl.

z.B
.

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

24.

（
５９
）

E
benda,

S.
27.

（
６０
）

E
benda,

S.
40f.

（
６１
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

G
rundriß

der
K

am
eralw

issenschaft,
S.

13-17.

（
６２
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

33.

（
６３
）

V
gl.

ebenda,
S.

34-37.

（
６４
）
こ
の
第
二
巻
の
表
題
は
、
第
二
版
（
一
八
三
九
年
）
か
ら
はV

olksw
irthschaftspflege

がV
olksw

irthschaftspolitik

に
改
め
ら
れ

た
。

（
６５
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
11,

7.
A

ufl.,
S.

15.

―２３６（５３）―

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



（
４１
）
木
村
、
前
掲
書
、
三
二
三
、
三
三
六
ペ
ー
ジ
な
ど
を
見
よ
。

（
４２
）

K
.

H
.

R
au,

G
rundriß

der
K

am
eralw

issenschaft,
S.

3.

（
４３
）

E
benda,

S.
4.

（
４４
）

E
benda,

S.
4f.

（
４５
）

V
gl.

H
.

M
aier,

D
ie

ältere
deutsche

Staats-
und

V
erw

altungslehre,
a.a.O

.,
S.

42f.,
173.

（
４６
）
そ
こ
で
は
、
鉱
山
術
、
農
学
、
林
学
、
製
造
学
（
技
術
学
）、
商
学
の
分
野
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
技
能
論K

unstlehre

」
と
「
営
業
論

G
ew

erbslehre
」
と
で
構
成
さ
れ
、
と
く
に
前
者
に
お
け
る
各
産
業
技
術
論
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
照
応
す
る
も
の
と
し

て
、『
講
義
要
目
』
全
体
の
序
論
に
置
か
れ
た
「
他
の
諸
学
問
と
の
関
係
」
の
中
で
、「
自
然
諸
科
学
の
重
要
性
、
と
く
に
市
民
的
獲
得
学

に
と
っ
て
の
」
を
掲
げ
て
、
化
学
、
動
物
学
、
植
物
学
、
鉱
物
学
、
数
学
（
純
粋
数
学
お
よ
び
、
政
治
算
術
・
力
学
・
機
械
学
・
水
力
学

・
測
地
術
の
各
分
野
へ
の
応
用
）
を
、
関
係
諸
文
献
と
と
も
に
列
挙
し
て
い
る
こ
と
（
第
一
四
〜
一
五
項
）
に
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

（
４７
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

21.

（
４８
）

V
gl.

ebenda,
S.

37f.

ラ
ウ
は
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
官
房
学
者
フ
ル
ダ
（Friedrich

C
arl

von
Fulda,

1774-1847

、
哲
学
部
時
代
は

官
房
学
の
、
一
八
一
七
年
開
設
の
国
家
経
済
学
部
で
は
国
家
経
済
学
理
論
の
教
授
）
が
経
済
活
動
主
体
の
区
分
か
ら
私
経
済
学
・
国
民
経

済
学
・
国
家
経
済
学
（
政
府
）
に
三
分
類
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
、
こ
の
三
者
が
経
済
学
の
内
容
を
な
す
こ
と
は
「
す
べ
て
の
著
述
家

の
一
致
し
た
見
解
」
だ
と
述
べ
て
い
る(vgl.

ebenda,
S.

23f.)
。

（
４９
）

V
gl.

ebenda,
S.

38.

（
５０
）

V
gl.

ebenda,
S.

44-47.

（
５１
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』（
山
本
光
雄
訳
）、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１５
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
二
〇
ペ
ー
ジ
。

―２３７（５２）―

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



（
７７
）

V
gl.

H
.

M
aier,

D
ie

L
ehre

der
Politik,

a.a.O
.,

S.
92,

106;
ders.,

Ä
ltere

deutsche
Staatslehre

und
w

estliche
politische

T
radi-

tion,
a.a.O

.,
S.

7f.

前
掲
訳
書
、
一
五
一
―
一
五
二
ペ
ー
ジ
。

（
７８
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

U
eber

die
K

am
eralw

issenschaft,
S.

34f.
（
７９
）

V
gl.

V
.

H
entschel,

D
ie

W
irtschaftsw

issenschaften
als

akadem
ische

D
isziplin

an
der

U
niversität

H
eidelberg

1822-1924,
in:

N
.

W
aszek,

D
ie

Institutionalisierung
der

N
ationalökonom

ie,
a.a.O

.,
S.

192-232,
bes.

S.
197-200.

（
８０
）

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
60,

7.
A

ufl.,
S.

76.

あ
わ
せ
て
つ
ぎ
も
参
照
の
こ
と
。B

.
P.

Priddat,
D

er
“G

attungs-

w
erth”

oder
die

M
oral

der
subjektiven

W
ertlehre

in
der

deutschen
N

ationalökonom
ie:

K
.

H
.

R
au,

F.
B

.
W

.
von

H
erm

ann,
B

.

H
ildebrand,

G
.

W
.

F.
H

egel
und

A
.

W
agner,

in:
ders.

(hrsg.),
W

ert,
M

einung,
B

edeutung,
D

ie
T

radition
der

subjektiven

W
ertlehre

in
der

deutschen
N

ationalökonom
ie

vor
M

enger,
M

arburg
1997,

S
.

241-285.

お
よ
び
、
Ｂ
・
Ｐ
・
プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
の

日
本
で
の
講
演
「
ド
イ
ツ
経
済
学
に
お
け
る
主
観
的
価
値
の
理
論
」（
原
田
哲
史
訳
）、『
四
日
市
大
学
論
集
』、
第
一
〇
巻
第
一
号
、
一
九

九
七
年
、
所
収
。

（
８１
）

K
.

H
.

R
au,

G
rundriß

der
K

am
eralw

issenschaft,
S.

78,
87f.

（
８２
）
一
八
一
七
年
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
生
ま
れ
た
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
そ
の
学
問
を
形
成
し
た
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
は
、
ド
イ
ツ
で
の
ス
ミ
ス
受
容

の
有
力
な
窓
口
（
Ｇ
・
ザ
ル
ト
リ
ウ
ス
）
と
な
る
前
に
、
十
八
世
紀
に
、
自
由
主
義
的
な
公
法
学
を
形
成
し
た
Ｇ
・
Ｌ
・
ベ
ー
マ
ー
や
Ｊ

・
Ｓ
・
ピ
ュ
ッ
タ
ー
と
と
も
に
、
国
家
諸
科
学
を
経
験
的
・
歴
史
的
方
法
で
開
拓
し
た
Ｇ
・
ア
ッ
ヘ
ン
ヴ
ァ
ル
、
国
家
諸
科
学
を
歴
史
部

門
と
哲
学
部
門
と
で
体
系
化
し
た
Ａ
・
Ｌ
・
シ
ュ
レ
ー
ツ
ァ
ー
が
輩
出
し
て
い
た
。
ま
た
、
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
一
八
四
八
年
に
移
籍
し
て
後

半
生
を
す
ご
し
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
、
十
八
世
紀
以
降
官
房
学
や
国
家
諸
科
学
が
形
成
さ
れ
た
が
、
伝
統
的
な
実
践
哲
学
が
十
九
世
紀

ま
で
長
く
維
持
さ
れ
、
か
つ
て
の
「
道
徳
学
お
よ
び
政
治
学
」（
倫
理
学
）
の
講
座
か
ら
経
済
学
的
内
容
を
含
む
国
家
学
関
連
の
諸
講
座

が
発
展
し
て
い
っ
た
（
そ
の
う
ち
Ｇ
・
ハ
ン
セ
ン
の
講
座
が
、
ロ
ッ
シ
ャ
ー
、
Ｌ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
Ｋ
・
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー
ら
に
よ
っ
て
順

―２３４（５５）―

ド
イ
ツ
国
家
学
と
経
済
学



（
６６
）

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
4-6.

こ
の
六
項
目
は
、
第
七
版
で
は
八
項
目
に
拡
充
さ
れ
て
い
る(S.

6-8.)

。

（
６７
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
6-7,

7.
A

ufl.,
S.

9-10.

（
６８
）

K
.

T
ribe,

G
overning

E
conom

y,
T

he
R

eform
ation

of
G

erm
an

E
conom

ic
D

iscourse
1750-1840,

C
am

bridge
U

.P.1988,
p.198.

（
６９
）

W
.

R
oscher,

a.a.O
.,

S.
850.

（
７０
）
ち
な
み
に
ロ
ッ
シ
ャ
ー
が
『
ド
イ
ツ
国
民
経
済
学
の
歴
史
』
に
お
い
て
、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
受
容
」
の
主
題
で

と
り
あ
げ
た
主
要
人
物
は
、C

.
G

arve,
C

.
J.

K
raus,

G
.

Sartorius,
A

.
F.

L
ueder

で
あ
り
、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ミ
ス
学
説
の
最
初
の

自
立
的
発
展
」
の
主
題
で
は
、G

.
H

ufeland,
J.

F.
E

.
L

otz,
J.

v.
Soden,

L
.

H
.

v.
Jakob,

A
.

T
haer

が
、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ミ
ス

学
説
の
最
高
の
発
達
」
の
主
題
で
、
ラ
ウ
、F.

B
.

W
.

H
erm

ann

お
よ
びJ.

H
.

v.
T

hünen

が
登
場
す
る
。V

gl.
W

.
R

oscher,
a.a.O

.,

K
ap.

25,
27,

32.

（
７１
）

K
.

H
.

R
au,

G
rundriß

der
K

am
eralw

issenschaft,
S.

78.

（
７２
）
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
、「
政
治
経
済
学
」
は
「
政
治
家
あ
る
い
は
立
法
者
の
科
学
の
一
部
門
」（『
国
富
論
』、
第
四
編
序
論
）
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
経
済
学
は
統
治
論
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
に
お
け
る
倫
理
学
、
法
学
、
経
済
学
の
内
的
関
係
、

す
な
わ
ち
市
民
社
会
に
お
け
る
「
正
義
」
の
同
感
論＝

統
治
論
と
し
て
の
一
貫
性
に
つ
い
て
は
、
山
�
怜
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
イ
ギ

リ
ス
思
想
叢
書
６
）、
研
究
社
、
二
〇
〇
五
年
、
を
見
よ
。

（
７３
）

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
15.

（
７４
）

E
benda,

S.
17.

（
７５
）

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
7.

A
ufl.,

S.
19.

（
７６
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
18ff.,

7.
A

ufl.,
S.

21ff.

「
営
業
術
」
を
含
む
「
獲
得
学
」
に
お
け
る
産
業
技
術
面

に
対
す
る
ラ
ウ
の
関
心
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
４６
を
見
よ
。
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（
９６
）

E
benda,

S.
421f.

（
９７
）

V
gl.

ebenda,
S,

424ff.,
bes.

S.
427f.

（
９８
）

V
gl.

ebenda,
S.

438ff.
（
９９
）

V
gl.

ebenda,
S.

445ff.,
bes.

S.
451-471.

（
１００
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
7.

A
ufl.,

S.
528.

（
１０１
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

2.
B

d.,
4.

A
ufl.,

2.
A

bt.,
1858,

S.
54-63,

5.
A

ufl.,
2.

A
bt.,

1863,
S.

57-66.

ヴ
ォ
ペ
リ
ウ
ス
は
、
ラ

ウ
は
工
場
制
擁
護
論
で
一
貫
し
、
初
期
の
頃
よ
り
後
期
の
ほ
う
が
む
し
ろ
い
っ
そ
う
自
由
主
義
的
（
国
家
干
渉
に
対
し
て
消
極
的
）
に
な

っ
た
と
み
て
い
る
。V

gl.
M

.-E
.

V
opelius,

D
ie

altliberalen
Ö

konom
en

und
die

R
eform

zeit,
Stuttgart

1968,
S.

123-125.

（
１０２
）
晩
年
に
み
ず
か
ら
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
時
代
（
一
八
四
七
―
一
八
六
一
年
）
を
回
顧
し
た
モ
ー
ル
に
し
た
が
え
ば
、
ラ
ウ

は
、「
勤
勉
」
で
は
あ
っ
た
が
、「
才
気
な
く
、
退
屈
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
古
め
か
し
い
」
人
物
で
あ
っ
た
。「
た
し
か
に
ま
じ
め
で
立
派
、

よ
く
働
き
学
識
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
才
は
凡
庸
で
小
事
に
こ
だ
わ
り
、
生
活
も
学
問
も
容
易
に
身
動
き
が
と
れ
な
か
っ
た
。」
若
く
し

て
経
済
学
の
教
科
書
で
「
幸
運
な
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
名
を
な
し
た
」
が
、「
し
か
し
か
れ
は
や
は
り
こ
の
業
績
で
止
ま

っ
て
し
ま
い
、
そ
の
教
科
書
は
、
ま
す
ま
す
詳
細
に
な
っ
て
い
く
注
と
統
計
資
料
に
よ
っ
て
、
ひ
き
つ
づ
き
リ
ー
ド
す
る
も
の
だ
っ
た
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
悪
く
な
っ
た
。
そ
の
名
声
を
か
れ
は
非
常
に
本
気
に
と
り
、
あ
ら
ゆ
る
異
議
に
対
し
て
非
常
に
神
経
質
だ
っ
た
。
か

れ
は
窮
屈
な
性
格
で
あ
り
、
味
気
な
さ
と
ぎ
ご
ち
な
さ
と
に
よ
っ
て
、
講
義
を
行
う
と
い
う
最
も
手
近
な
任
務
へ
の
適
任
さ
と
い
う
面
で

さ
え
並
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。」L

ebens-E
rinnerungen

von
R

obert
von

M
ohl

1799-1875,
2

B
de.,

S
tuttgart

u.
L

eipzig
1902,

B
d.

1,
S.

241,
245.

モ
ー
ル
が
一
八
四
七
年
四
月
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
就
任
し
た
の
は
、
法
学
部
の
「
行
政
法
学
お
よ
び
関
連

諸
学
問
の
教
授
」
で
あ
っ
た
が
、
ラ
ウ
の
所
属
し
て
い
た
哲
学
部
の
国
家
学
・
官
房
学
分
野
で
は
、
同
年
の
冬
学
期
以
降
モ
ー
ル
の
法
学

部
で
の
講
義
が
指
示
さ
れ
、
一
八
五
四
年
の
夏
学
期
か
ら
は
、
モ
ー
ル
は
哲
学
部
で
も
政
治
学
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
学
を
講
じ
た
。
ラ
ウ
は
、
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次
継
承
さ
れ
た
）。V

gl.
H

.
E

.
B

ödeker,
a.a.O

.;
W

.
Stiede,

a.a.O
.,

S.
258-318.

（
８３
）

R
.

v.
B

ruch,
Z

ur
H

istorisierung
der

Staatsw
issenschaften,

V
on

der
K

am
eralistik

zur
historischen

Schule
der

N
ationalökono-

m
ie,

in:
B

erichte
zur

W
issenschaftsgeschichte,

B
d.

8,
H

t.
3,

1985,
S.

131-146,
S.

134.
（
８４
）
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
も
執
筆
陣
に
加
わ
っ
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
編
集
の
『
政
治
経
済
学
手
引
書
』H

andbuch
der

politischen
O

ekonom
ie,

2
B

de.,
T

übingen
1882.

が
、
そ
の
理
論
・
政
策
・
財
政
学
と
い
う
編
成
に
ラ
ウ
か
ら
の
系
譜
を
明
示
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
内
務
行

政
学
的
諸
分
野
を
も
広
く
包
含
し
て
い
た
こ
と
は
、
新
時
代
に
お
け
る
行
政
需
要
の
拡
大
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

（
８５
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

1.
B

d.,
3.

A
ufl.,

S.
145,

191,
7.

A
ufl.,

S.
166,

217.

（
８６
）

V
gl.

ebenda,
3.

A
ufl.,

S.
192f.,

7.
A

ufl.,
S.

218f.

（
８７
）

V
gl.

ebenda,
3.

A
ufl.,

S.
193f.,

7.
A

ufl.,
S.

220.

（
８８
）

E
benda,

7.
A

ufl.,
S.

223.

（
８９
）

V
gl.

ebenda,
3.

A
ufl.,

S.
197ff.,

7.
A

ufl.,
S.

225ff.

（
９０
）

E
benda,

7.
A

ufl.,
S.

231f.,
vgl.

3.
A

ufl.,
S.

201.

（
９１
）

V
gl.

K
.

H
.

R
au,

L
ehrbuch,

2.
B

d.,
G

rundsätze
der

V
olksw

irthschaftspolitik
m

it
anhaltender

R
ücksicht

auf
bestehende

Staats-

einrichtungen,
2.

A
btheilung,

5.
A

ufl.,
L

eipzig
u.

H
eidelberg

1863,
S.

385-387.

（
９２
）

V
gl.

ebenda,
S.

389f.

（
９３
）

V
gl.

ebenda,
S.

392f.

（
９４
）

E
benda,

S.
400f.

（
９５
）

V
gl.

ebenda,
S.

401ff.
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（
１１４
）

E
benda,

S.
4.

（
１１５
）

E
benda,

S.
22.

（
１１６
）

E
benda,

S.
206.

（
１１７
）

E
benda,

S.
141.

（
１１８
）

V
gl.

ebenda,
S.

224-230,
167-169,

218-223.

（
１１９
）

V
gl.

G
.

W
.

F.
H

egel,
G

rundlinien
der

Philosophie
des

R
echts,

in:
Philosophische

B
ibliothek,

B
d.

124,
hrsg.

von
G

.
L

asson,

2.
A

ufl.,
L

eipzig
1921,

S.
183f.

(§230).

藤
野
渉
・
赤
澤
正
敏
訳
「
法
の
哲
学
」、『
世
界
の
名
著
３５

ヘ
ー
ゲ
ル
』、
中
央
公
論
社
、

一
九
六
七
年
、
所
収
、
四
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
１２０
）

E
benda,

S.
347

(Z
usatz

zu
§244).

前
掲
訳
書
、
四
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
１２１
）

V
gl.

ebenda,
S.191-194

(§§251-255)

。
同
右
、
四
七
四
―
四
七
七
ペ
ー
ジ
。

（
１２２
）

E
benda,

S.
187

(§241).

同
右
、
四
六
七
―
四
六
八
ペ
ー
ジ
。

（
１２３
）

R
.

Stadelm
ann,

Soziale
und

politische
G

eschichte
der

R
evolution

von
1848,

M
ünchen

1948,
N

eue
ungekürzte

A
usgabe,

1973,
S.

40.

大
内
宏
一
訳
『
一
八
四
八
年
ド
イ
ツ
革
命
史
』、
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
付
記
）本

稿
は
、
筆
者
が
経
済
学
史
学
会
第
七
二
回
全
国
大
会
（
二
〇
〇
八
年
五
月
二
四
・
二
五
日
、
愛
媛
大
学
）
に
お
い
て
、
共
通
論
題

「
貧
困
と
福
祉
の
経
済
思
想
」
に
参
加
し
て
お
こ
な
っ
た
報
告
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
福
祉
国
家
思
想
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
―
―
国
家
学
的

〈
統
治
〉
の
観
点
と
〈
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
〉
―
―
」
の
要
旨
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
新
た
に
ラ
ウ
に
焦
点
を
あ
て
て
大
幅
に
書
き
改
め

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
二
〇
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。

（
二
〇
〇
八
・
九
・
二
四
）
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私
講
師
た
ち
を
「
あ
り
が
た
い
援
助
者
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
厄
介
な
競
争
相
手
と
み
な
す
」
よ
う
な
小
さ
な
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
と
、
ヘ

ン
チ
ェ
ル
も
推
断
し
て
い
る
。V

gl.
V

.
H

entschel,
a.a.O

.,
S.

199,
201.

（
１０３
）

K
.

H
.

R
au,

U
eber

das
Z

unftw
esen

und
die

Folgen
seiner

A
ufhebung,

zuerst
veröffentlicht

unter
dem

T
itel

” V
ersuch

einer

B
eantw

ortung
der

Preisfrage
’ W

ie
können

die
N

achtheile,
w

elche
nach

A
ufhebung

der
Z

ünfte
entstehen,

verhütet
w

erden?‘“

in:
H

annoversches
M

agazin,
L

eipzig,
Januar

1815,
2.

V
erm

ehrter
A

bdruck,
L

eipzig
1816

(E
ine

von
der

K
önigl.

G
roßbrittan-

nischen
Societät

der
W

issenschaften
zu

G
öttingen

gekrönte
Preisschrift).

（
１０４
）

V
gl.

W
.

R
oscher,

a.a.O
.,

S.
857ff.

「
言
葉
遣
い
も
、
後
期
の
著
作
よ
り
初
期
の
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
生
き
生
き
と
し
て
魅
力
的

で
あ
る
。」(E

benda,
S.

858.)

（
１０５
）

V
gl.

A
.

W
agner,

A
llgem

eine
oder

theoretische
V

olksw
irthschaftslehre,

a.a.O
.,

S.
183ff.,

197ff.;
ders.,

R
ede

über
die

sociale

Frage,
a.a.O

.,
S.

5.

（
１０６
）

V
gl.

A
.

W
agner,

A
llgem

eine
oder

theoretische
V

olksw
irthschaftslehre,

S.200-206;
ders.,

R
ede

über
die

sociale
Frage,

S.14f.

（
１０７
）

V
gl.

A
.

W
agner,

R
ede

über
die

sociale
Frage,

S.
23-27;

ders.,
A

llgem
eine

oder
theoretische

V
olksw

irthschaftslehre,
S.

139-

141.

（
１０８
）

V
gl.

A
.

W
agner,

R
ede

über
die

sociale
Frage,

S.
6-8.

（
１０９
）

E
benda,

S.
8.

（
１１０
）

E
benda,

S.
13.

（
１１１
）

A
.

W
agner,

A
llgem

eine
oder

theoretische
V

olksw
irthschaftslehre,

S.
192.

（
１１２
）

V
gl.

ebenda,
S.

16-22.

（
１１３
）

V
gl.

ebenda,
S.

194f.
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